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平成２３年第６回（９月）出雲崎町議会定例会会議録

議 事 日 程 （第１号）

平成２３年９月１３日（火曜日）午前９時３０分開会

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 議会報告第６号 例月出納検査結果の報告について

第 ４ 議会報告第７号 請願及び陳情の常任委員会付託報告について

第 ５ 議会報告第８号 諸般の報告について

第 ６ 議案第４９号 工事請負変更契約の締結について（防災行政無線施設整備工事）

第 ７ 議案第５０号 出雲崎町暴力団排除条例制定について

第 ８ 議案第５１号 出雲崎町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て

第 ９ 議案第５２号 出雲崎町消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について

第１０ 議案第５３号 出雲崎町税条例等の一部を改正する条例制定について

第１１ 議案第５４号 出雲崎町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例制定について

第１２ 議案第５５号 出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例制定について

第１３ 議案第５６号 出雲崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て

第１４ 議案第５７号 出雲崎町営住宅条例の一部を改正する条例制定について

第１５ 議案第５８号 出雲崎町新生活支援金支給に関する条例の一部を改正する条例制定について

第１６ 議案第５９号 町道の路線認定、変更及び廃止について

第１７ 議案第６０号 平成２２年度出雲崎町一般会計歳入歳出決算認定について

第１８ 議案第６１号 平成２２年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

第１９ 議案第６２号 平成２２年度出雲崎町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について

第２０ 議案第６３号 平成２２年度出雲崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

第２１ 議案第６４号 平成２２年度出雲崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

第２２ 議案第６５号 平成２２年度出雲崎町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

第２３ 議案第６６号 平成２２年度出雲崎町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定

について
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第２４ 議案第６７号 平成２２年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について

第２５ 議案第６８号 平成２２年度出雲崎町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

第２６ 議案第６９号 平成２２年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について

第２７ 議案第７０号 平成２３年度出雲崎町一般会計補正予算（第５号）について

第２８ 議案第７１号 平成２３年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て

第２９ 議案第７２号 平成２３年度出雲崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について

第３０ 議案第７３号 平成２３年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

て

第３１ 議案第７４号 平成２３年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計補正予算（第２号）につい

て
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第３３ 議案第７６号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

第３４ 選挙管理委員及び補充員の選挙について

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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〇出席議員（１０名）

１番 小 林 泰 三 ２番 仙 海 直 樹
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事 務 局 長 内 藤 百 合 子

書 記 遠 藤 望
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◎開会及び開議の宣告

〇議長（宮下孝幸） ただいまから平成23年第６回出雲崎町議会定例会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

（午前 ９時３０分）

◎会期日程の報告

〇議長（宮下孝幸） 議会運営委員長から、９月８日に委員会を開催し、本定例会の議会運営に関し、

お手元に配付しました会期日程表のとおり決定した旨報告がありましたので、ご協力願います。

◎議事日程の報告

〇議長（宮下孝幸） 本日の日程は議事日程第１号のとおりであります。

◎会議録署名議員の指名

〇議長（宮下孝幸） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、３番、田中政孝議員及び４番、

諸橋和史議員を指名します。

◎会期の決定

〇議長（宮下孝幸） 日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月22日までの10日間としたいと思います。ご異議

ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から９月22日までの10日間に決定しました。

◎議会報告第６号 例月出納検査結果の報告について

〇議長（宮下孝幸） 日程第３、議会報告第６号 例月出納検査結果の報告について。

監査委員からお手元に配りましたとおり例月出納検査結果について報告がありました。

◎議会報告第７号 請願及び陳情の常任委員会付託報告について

〇議長（宮下孝幸） 日程第４、議会報告第７号 請願及び陳情の常任委員会付託報告について。

本定例会までに受理した請願及び陳情については、会議規則第92条第１項及び第95条の規定によ
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り、お手元に配りました請願文書表並びに陳情等文書表のとおり所管の常任委員会に付託しました

ので、報告します。

◎議会報告第８号 諸般の報告について

〇議長（宮下孝幸） 日程第５、議会報告第８号 諸般の報告を行います。

初めに、新潟県後期高齢者医療広域連合議会について報告します。去る８月29日に開催された８

月定例会の会議結果について、中野勝正議員からお手元に配りました報告書のとおり報告がありま

した。

次に、議員派遣結果について報告します。初めに、去る６月９日に開催された町村議会議長会臨

時総会及び自治懇談会について、山﨑信義議員からお手元に配りました報告書のとおり報告があり

ました。

次に、去る７月26日に開催された町村議会広報研修会について、田中元議員からお手元に配りま

した報告書のとおり報告がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

◎議案第４９号 工事請負変更契約の締結について（防災行政無線施設整備工事)

〇議長（宮下孝幸） 日程第６、議案第49号 工事請負変更契約の締結について（防災行政無線施設

整備工事)を議題とします。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第49号につきましてご説明を申し上げます。

平成23年６月16日に請負契約を締結いたしました防災行政無線施設整備工事につきまして、今回

親局アンテナにつきまして現在の庁舎屋上から隣の旧プールのＮＴＴドコモの鉄塔を利用して共架

することとしております。

また、そこの無線局舎までのケーブル配線を光ファイバーで庁舎から架空することで当初設計に

盛り込んでおりましたが、３月11日の東日本大震災を受け、近距離ではありますが、断線すること

のない無線での接続に変更したものであります。

このため、９月６日に仮契約を締結いたしました工事変更請負契約の本契約を締結するため、地

方自治法並びに町条例の規定に基づきまして、町議会議決を求めるものであります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） 補足説明がありましたらこれを許します。

総務課長。

〇総務課長（山田正志） 補足をさせていただきますと、このたびの変更で議案のとおり当初２億
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4,360万円で契約をいたしましたが、2,353万500円の増高によりまして、変更後の契約金額は２億

6,713万500円としたものでございます。

また、今回の庁舎から隣の局舎までの変更につきまして、いったん信越総合通信局とこのたびの

ような大災害を想定した場合の最良の手段というふうなことで、距離にして90メートルそこそこで

ありますが、局舎まで複数の接続方法を検討してまいりました。光ファイバーの有線での架空、こ

れ２ルートを用意する。また、架空と埋設の２ルート。あと無線との接続と。これらの中で、やは

り有事、また特に地震時の断線の心配を配慮して、金額的には高額となりますが、一番安全性の高

い無線での接続に変更したというふうなものでございます。

また、停電時におきましても、各施設発電施設によりまして、発電機がついておりまして、当然

停電時でも操作可能というふうなことになっております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第49号は、会議規則第39条第３項の規定によ

り、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第49号は委員会付託を省略することに決定しました。

これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから議案第49号を採決します。

この採決は起立によって行います。

議案第49号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇議長（宮下孝幸） 起立全員です。

したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。

◎議案第５０号 出雲崎町暴力団排除条例制定について

〇議長（宮下孝幸） 日程第７、議案第50号 出雲崎町暴力団排除条例制定についてを議題とします。
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提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第50号につきましてご説明を申し上げます。

平成４年３月に暴力団対策法が施行されて以来、暴力団は組織実態を隠ぺいする動きを強めると

ともに、ふだんの生活や経済活動に深く介入し、資金獲得活動を巧妙化させています。また、近年

県内においても凶悪事件が発生しています。このような情勢を踏まえ、本県ではことし８月１日に

新潟県暴力団排除条例が施行になりました。県、警察、県民、事業者、市町村などの社会全体で一

体となって暴力団を排除することを目的としたものであります。

本町におきましても、町の責務として県、関係機関、町民などと連携をし、協力を図りながら暴

力団排除の施策を実施するものであります。

具体的には、町工事等の入札に暴力団を参加させないこと、また暴力団の資金源となる利益の供

与等の禁止、青少年等に対する指導等を関係機関と連絡を密に行うこと、町民等の暴力団排除の重

要性について理解を深めるよう情報提供、広報活動等について取り組むことなど、町の基本姿勢と

して本条例を制定するものであります。

よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） 補足説明がありましたらこれを許します。

総務課長。

〇総務課長（山田正志） 若干の補足をさせていただきます。

町長の説明のとおりでございますが、既に県では８月１日から施行となっております。県町村会

におきましても、全町村が本年度中に施行するようにというふうな申し合わせをしているところで

ございます。警察資料によりますと、暴力団構成員と言われる者は全国で約７万8,600人でござい

ます。本県では33団体、1,200人の正構成員、準構成員がいるというふうなことでございます。

各条文の内容につきましては、資料等でご用意してございますが、特に第６条の町の事務及び事

業における措置におきましては、町の入札、契約には暴力団を参加させないという必要な措置をと

ることになっておりまして、新潟県と同様に暴力団等の排除に関する誓約書の提出をお願いするよ

うなことになります。

また、既にこれに先行いたしまして、町営住宅関連条例におきましては平成21年９月に暴力団の

入居の排除を規定してございます。当然今後の町の住宅分譲におきましても、暴力団が購入するこ

とがないよう対応をとっていくようなこと、また露店市場管理条例等で今後のまた改正部分が出て

くるかというふうなことでございますが、今回のものは町の暴力団に対する基本姿勢として本条例

を制定するというふうなことでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。質疑ありませんか。
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８番、田中議員。

〇８番（田中 元） 今総務課長の説明でほとんどわかったのですが、今おっしゃっていたその露店

関係の町の状況を町が管理して監督しているわけですが、特に出雲崎大祭と船まつり、この関係の

ものについての、その構成員の程度とかというのは私らはよくわかりませんけれども、その辺はど

こまで逆に、これからそういう規則の中で縛るというか、規制していくのかということはこれから

検討するのですか、それともある程度の内容はあるのですか。その辺はどうでしょうか。

〇議長（宮下孝幸） 総務課長。

〇総務課長（山田正志） まず、県条例につきましては、８月１日から施行というふうなことで、当

然その後、本町の場合船まつりがございました。その中で、警察のほうのご指導のような形で、ち

ょっと暫定的な取り扱いでございますけれども、出店者から要は同意書というふうな形で露店商か

らとっております。というのは、暴力団でないというふうなこと、またそれを警察のほうに、当然

同意書の部分は警察のほうに見ていただきますよというふうな暫定的な取り扱いになってございま

す。

ただ、今後警察のほうの指導といたしましては、当然、大祭等ございますけど、事前に露店関係

の申請書をもらい、写真付きのものをもらい、それを警察のほうが事前に見せて暴力団かどうかと

いう確認をして、それでまた返すというふうになっていくんではないかなというふうに、現時点で

は与板の警察署のほうはそんなようなことを今後考えられますというふうなことで話は来ていると

いうふうな状況でございますが、実際お祭り自体は来年でありますので、また今回本条例を施行、

その後関係する部分というのはまた当然あわせて整備していくというふうな形になっていくのでは

ないかなと思います。

以上でございます。

〇議長（宮下孝幸） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑ありませんね。

これで質疑を終わります。

議案第50号は、総務文教常任委員会に付託します。

◎議案第５１号 出雲崎町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例制定について

〇議長（宮下孝幸） 日程第８、議案第51号 出雲崎町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例制定についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

町長。
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〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第51号につきましてご説明を申し上げます。

このたびの改正は、職員の特殊勤務手当のうち、防疫等作業手当の改正についてのものでありま

す。条例第５条第２号におきまして、手当支給の対象作業としてらい病患者に接する作業を規定し

ておりますが、これは病気に対して差別的なものとなっており、県からも準則の改正がなされてお

り、このたび一部改正をするものであります。

よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） 補足説明がありましたらこれを許します。

総務課長。

〇総務課長（山田正志） 補足をさせていただきますと、特殊勤務手当につきましては、職員の給与

に関する条例の中の第12条で支給を定めております。また、詳細を特殊勤務手当に関する条例で定

めているというふうなものでございます。

ご承知のとおり、現在はらい病につきましては病名自体が差別的というふうなことで使用されて

おらず、ハンセン病と言っております。第４条第２号におきまして、この部分を特殊勤務手当から

削除するというふうなものでございます。また、この改正による字句の整理で、前の第１号が改正

となっております。

本町におきまして、このハンセン病の事案についての職員の特殊勤務手当の支給は現在ございま

せん。ただ、以前に結核関係で手当は出たことがございますけれども、特殊勤務手当自体はまれの

支給というふうな状況になっております。

以上でございます。

〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

議案第51号は、総務文教常任委員会に付託します。

◎議案第５２号 出雲崎町消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例制

定について

〇議長（宮下孝幸） 日程第９、議案第52号 出雲崎町消防団の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第52号につきましてご説明を申し上げます。

町消防団の設置につきましては、消防組織法により条例で定めることになっておりますが、消防
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組織法の改正により、根拠となる引用の条文が条ずれしたことにより、その修正のため改正をする

ものであります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） 補足説明がありましたらこれを許します。

総務課長。

〇総務課長（山田正志） 補足させていただきます。

消防組織法によりまして、消防団の設置、名称及び区域は条例で定めるというふうに規定されて

ございます。その根拠となっておりました条文、第５条が消防組織法全体の改正、整備によりまし

て18条に変更になったというふうなことで、このたび根拠の引用条文が条が変わったというような

ことで改正をお願いするものでございます。

以上でございます。

〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

議案第52号は、総務文教常任委員会に付託します。

◎議案第５３号 出雲崎町税条例等の一部を改正する条例制定について

〇議長（宮下孝幸） 日程第10、議案第53号 出雲崎町税条例等の一部を改正する条例制定について

を議題とします。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第53号につきましてご説明を申し上げます。

このたびの改正は、本年６月30日に公布されました現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応し

税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律など、国における平成23年度税制改正に

伴い、条例を一部改正するものであります。

改正条例は、第１条で税条例の一部改正、第２条から第４条まで税条例の一部改正条例の一部改

正という構成になっております。

内容としまして、寄附金税額控除の見直しや金融、証券税制の見直し、申告書の不提出にかかわ

る過料の見直しなどがあり、いずれも法令の改正に伴うものであります。

よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） 補足説明がありましたらこれを許します。

町民課長。
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〇町民課長（池田則男） それでは、補足をさせていただきます。

今回の条例改正につきましては、資料としまして２ページ以下の出雲崎町税条例等の一部改正条

例の概要というものと11ページ以下の新旧対照表を用意しましたが、今回２ページの概要で説明さ

せていただきます。

なお、今回の内容につきましては、本年３月の全員協議会で説明したものでございますけれども、

法令の改正が大幅に遅れたため、今回条例を改正するものでございます。

それでは、資料の２ページをご覧ください。まず、１番の改正の趣旨につきましては、町長の説

明のとおりでございます。２番の税条例等の一部改正に係る関係法令につきましては、記載の３つ

の法令が主なものとなります。３番の税条例等の一部改正の要旨でございますが、今回の税条例の

改正に関しましては、全部で４つの条例が関係するため、第１条から第４条に区分してそれぞれ改

正する形式になっております。四角でくくってあります第１条による改正、税条例の一部改正が大

もとの税条例の一部改正でございますし、４ページと５ページのほうで四角でくくってあるものは

それぞれ税条例の一部改正条例の一部改正ということになりますが、いずれも今回の国の法令の改

正に伴うものでございます。

まず、大もとの税条例の一部改正のほうですけれども、本則の第15条が過料の引き上げ、第22条

の７が寄附金控除の適用下限額の引き下げの関連、第25条の２、25条の３は字句の整理、第25条の

４、40条の10は過料の引き上げ、第49条は項ずれの修正でございますし、３ページの第53条、63条、

77条は過料の引き上げ、第89条の２、94条の２は過料を規定するための条の新設、第96条、120条

は過料の引き上げ、第126条の２は過料を規定するための条の新設、第26条の３は条ずれの修正で

ございます。

次の条例附則につきましては、第６条の４が寄附金控除の適用下限額の引き下げの関連、第７条

が肉用牛の売却頭数の適用上限の引き下げの関連等、第９条の２が関係法律の改正に伴う規定の修

正でございますし、４ページの第９条の３、９条の４が中越地震、中越沖地震の被災に係る固定資

産税の特例措置の終了に関するもの、第15条の３から18条の５までは法令の改正に伴う条文の整備

が主なものでございます。

なお、施行日とか適用の日につきましては、各条において記載のとおりになっておりますけれど

も、それ以外は原則として公布の日からとなっております。

次に、第２条による改正、平成20年条例第16号による税条例一部改正の一部改正分でございます

けれども、附則第２条で上場株式等の配当所得と譲渡所得に対する軽減率の期間延長を規定する改

正でございます。

続きまして、５ページの第３条による改正、平成20年条例第27号による税条例一部改正の一部改

正分では、附則第４項で法令の改正に伴いまして条文の整理を行うものでございます。

最後の第４条による改正、平成22年条例第６号による税条例一部改正の一部改正分におきまして
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は、附則第１条、第２条で、少額上場株式譲渡所得に係る課税措置の施行日を延長するための改正

でございます。

以上が改正の概要でございますけれども、これらの内容を整理したものが11ページから37ページ

までの新旧対照表でございます。

以上、よろしくお願いいたします。以上です。

〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

議案第53号は、総務文教常任委員会に付託します。

◎議案第５４号 出雲崎町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例制定に

ついて

議案第５５号 出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例制定について

〇議長（宮下孝幸） 日程第11、議案第54号 出雲崎町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条

例制定について、日程第12、議案第55号 出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例制定について、以上議案２件を一括議題とします。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第54号、55号につきましては、スポーツ基本法に

関連してのものであります。一括でご説明を申し上げます。

まず、議案第54号、スポーツ振興審議会条例の改正につきましては、本年８月、国がスポーツに

関し基本理念を定め、施策の総合的な推進と活力ある社会の実現を目的に、スポーツ振興法をスポ

ーツ基本法として全文改正をいたしました。これに伴い、審議会の名称など、関係する条文を改正

するものであります。

また、議案第55号の特別職の非常勤職員の報酬等の条例改正につきましては、54号の名称変更に

関連し、別表中の「体育指導員」、「スポーツ審議会委員」の名称を「スポーツ推進委員」、「スポー

ツ推進審議会委員」に改正するものであります。

よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） 補足説明がありましたらこれを許します。

教育課長。

〇教育課長（田中秀和） 若干の補足説明させていただきます。
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今回の改正は、今ほど町長の説明のとおりでありますけれども、スポーツ振興法からスポーツ基

本法に全文改正ということで根拠となる条例の改正をするものでありますけれども、このほかに体

育指導委員に関する規則、スポーツ振興審議会の規則等もありまして、この際そういった施行規則

も一部改正することとしております。

よろしくお願いします。

〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

議案第54号及び議案第55号は、総務文教常任委員会に付託します。

◎議案第５６号 出雲崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条

例制定について

〇議長（宮下孝幸） 日程第13、議案第56号 出雲崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例制定についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第56号につきましてご説明を申し上げます。

本年７月に災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正され、災害弔慰金の支給対象となる遺

族の範囲に兄弟姉妹が加えられております。

災害弔慰金は、市町村条例の定めるところにより支給されることとなっているため、町条例につ

きましても所要の改正を行い、災害弔慰金が支給される遺族の範囲を拡大するものであります。

よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） 補足説明がありましたらこれを許します。

保健福祉課長。

〇保健福祉課長（河野照郎） 議案第56号につきまして、補足説明をさせていただきます。

このたびの法律改正は、東日本大震災の被害の甚大さ等にかんがみ行われたものでございまして、

本年の３月11日以降に生じた災害から適用されることになっております。

この法律改正によりまして支給となる遺族の範囲が拡大されたことによりまして、災害弔慰金の

支給を受けることができる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、または祖父母に加えまして、こ

れらの者がいずれもいない場合は、兄弟姉妹がいるときは死亡した者と死亡当時に同居し、または

生計を同じくしていた兄弟姉妹に支給することが可能となってございます。

以上でございます。よろしくご審議願います。
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〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

議案第56号は、社会産業常任委員会に付託します。

◎議案第５７号 出雲崎町営住宅条例の一部を改正する条例制定について

議案第５８号 出雲崎町新生活支援金支給に関する条例の一部を改正する条例

制定について

〇議長（宮下孝幸） 日程第14、議案第57号 出雲崎町営住宅条例の一部を改正する条例制定につい

て、日程第15、議案第58号 出雲崎町新生活支援金支給に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて、以上議案２件を一括議題とします。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第57号、58号につきまして、関連がございますの

で、一括してご説明を申し上げます。

まず、議案第57号の町営住宅条例の改正につきましては、石井町に建設中の町営住宅３戸が11月

には完成する予定となっておりますので、町営住宅の設置並びに管理にかかわる所要の改正を行う

ものでございます。

若い世帯から入居いただくための入居者の資格、入居者が住宅の購入を希望された場合の住宅の

譲渡などを新たに規定するものでございます。

次に、議案第58号の改正でございますが、石井町住宅を購入された入居者に対して、これまで納

められた公営住宅家賃をもとに新生活支援金を支給するための所要の改正を行うものであります。

よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） 補足説明がありましたらこれを許します。

建設課長。

〇建設課長（玉沖 馨） それでは、補足説明をさせていただきます。

この２件の条例の一部改正につきましては、８月の全員協議会でご説明をいたしました内容に基

づくものでございます。まず、町営住宅条例でございますけれども、資料の41ページの新旧対照表

をご覧ください。第44条の２第２項では、石井町住宅の入居者資格を新たに規定いたしました。子

供のない夫婦の場合はともに40歳未満であること、また子供がいる場合は夫婦の年齢は問いません

が、子供が中学生以下であることとなります。

また、43ページ、第44条の３の２第２項では、石井町住宅の入居者の選考方法を規則に委任して
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おります。規則では、入居者の世帯構成、収入等を総合的に判断して決定することとしております

し、また複数の申込者が同程度である場合、判断がつけがたい場合については、抽せんにより決定

することといたしたいということでございます。第44条の７では、石井町住宅の譲渡を規定いたし

ました。

また、45ページ、別表第２では、石井町住宅の月額家賃を４万円と定めております。

なお、この家賃を扶養する子供の人数に応じて減免することにつきましては、別に要綱により定

めることとしております。

次に、新生活支援金支給に関する条例の一部改正でございます。資料46ページをご覧ください。

石井町住宅の購入者に新生活支援金を支給する方法として、現条例の附則にそれぞれ当該要件の特

例を定め、行うことといたしました。附則の２では、石井町住宅に入居し、その住宅を10年以内に

購入した場合に支援金を支給するものといたしております。また、附則の３では、支給する支援金

の額を定めております。附則の４では、支援金の返還を定めております。

以上でございます。

〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

議案第57号及び議案第58号は、社会産業常任委員会に付託します。

◎議案第５９号 町道の路線認定、変更及び廃止について

〇議長（宮下孝幸） 日程第16、議案第59号 町道の路線認定、変更及び廃止についてを議題としま

す。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第59号につきましてご説明を申し上げます。

まず、認定をする山谷４号線は、大字山谷地内に造成します住宅団地に新設する道路であります。

次に、路線を変更するものでありますが、町道山谷小釜谷線と町道山谷線とのそれぞれ起点の位

置を入れかえるものであります。

山谷小釜谷線は、複数の集落を結ぶ主要な道路でありまして、山谷、大釜谷、小釜谷と経由し、

国道352に接続しておりますが、この際起点につきましては国道352号に接続させることで単一路線

で国道間を結ぶ状態にするものです。また、これに伴い、山谷線の起点も変更するものであります。

廃止する路線でありますが、ことし６月２日に県道出雲崎石地線が開通いたしましたので、町道

稲川石地線を全部廃止するものでございます。
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よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） 補足説明がありましたらこれを許します。

建設課長。

〇建設課長（玉沖 馨） 特に補足することはございませんが、資料の６ページから８ページにそれ

ぞれ認定、起点の変更、廃止の位置図がございますので、ご覧いただきたいと思います。

以上です。

〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

議案第59号は、社会産業常任委員会に付託します。

◎議案第６０号 平成２２年度出雲崎町一般会計歳入歳出決算認定について

議案第６１号 平成２２年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議案第６２号 平成２２年度出雲崎町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

議案第６３号 平成２２年度出雲崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について

議案第６４号 平成２２年度出雲崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

議案第６５号 平成２２年度出雲崎町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について

議案第６６号 平成２２年度出雲崎町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入

歳出決算認定について

議案第６７号 平成２２年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議案第６８号 平成２２年度出雲崎町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

議案第６９号 平成２２年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計歳入歳出決算

認定について

〇議長（宮下孝幸） 日程第17、議案第60号 平成22年度出雲崎町一般会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第18、議案第61号 平成22年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ
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いて、日程第19、議案第62号 平成22年度出雲崎町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について、

日程第20、議案第63号 平成22年度出雲崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第21、議案第64号 平成22年度出雲崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第22、議案第65号 平成22年度出雲崎町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程

第23、議案第66号 平成22年度出雲崎町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、日程第24、議案第67号 平成22年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、日程第25、議案第68号 平成22年度出雲崎町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第26、議案第69号 平成22年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、以上議案10件を一括議題とします。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第60号から議案第69号までの各会計の決算認定に

つきまして、一括ご説明を申し上げます。

最初に、議案第60号の一般会計決算からご説明を申し上げます。平成22年度の一般会計予算額は、

当初予算32億2,600万円、平成21年度からの繰越分１億6,920万5,000円、途中13回の予算補正で４

億8,567万円を追加し、最終予算規模は38億8,087万5,000円となりました。決算を見た場合、歳入

総額は37億1,000万5,000円、歳出総額は35億4,188万3,000円となり、歳入歳出差引額は１億6,812万

2,000円となりました。この中には、平成23年度へ繰越す財源として6,465万円が含まれており、実

質収支額は１億347万2,000円の黒字となり、これを平成23年度に繰越すことにいたしました。

歳入総額では、前年度に比べ１億5,385万3,000円、４％の減少となりました。これは、国庫支出

金の地域活性化・経済危機対策臨時交付金等が減額となったこと、長引く不況の影響による町民税

の減額、また諸収入、県市町村振興会からの特別配分がなかったことなどにより減額となりました

が、地方交付税では普通分、特別分とも増額となりました。

歳入の主立ったものは、多い順から地方交付税が16億5,349万4,000円でトップであり、歳入総額

に占める割合は44.6％となっています。次いで町税４億2,498万円、11.5％、町債３億7,950万円、

10.2％、県支出金３億3,786万7,000円、9.1％の順となっています。

歳入を自主財源と依存財源に分けてみますと、町税等の自主財源は８億3,216万7,000円で、歳入

全体の22.4％、地方交付税、国庫・県支出金等の依存財源は28億7,783万8,000円で、77.6％と依然

高い割合を占めています。

次に、歳出決算額は、前年度に比べ２億49万1,000円、5.4％の減少となりました。国の緊急経済

対策等の規模縮小の影響により、関連の普通建設事業費を含む投資的経費が減少をいたしました。

歳出の主立ったものは、民生費が７億4,658万6,000円、歳出全体に占める割合はトップの21.1％

で、小規模多機能型居宅介護施設整備事業への補助、子ども手当の支給など、新規事業により増加
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いたしました。

次に、土木費の５億9,921万円、前年度比10.2％の減となりましたが、街なみ環境整備事業等の

事業費減によるものとなっています。

次に、総務費の５億9,323万2,000円、前年度比27.4％の減となりました。これは、前年度の庁舎

耐震補強工事、定額給付金事業等の減によるものとなっております。

次に、農林水産業費が３億7,984万9,000円、公債費３億7,130万3,000円の順となっています。

次に、歳出決算を性質別で見た場合には、人件費、扶助費、公債費の義務的経費は12億1,774万

8,000円で、全体の34.4％、３分の１を超えており、前年度比では4.1％増加しています。投資的経

費では、普通建設事業費が６億454万6,000円となり、経済対策関連の単独事業の縮小等により、前

年度に比べ2.8％の減となりました。

次に、町債の平成22年度末現在高は35億1,056万9,000円であり、過疎対策事業費と臨時財政対策

債の増加によりまして、前年度比1.6％、5,462万9,000円の増となっています。

財政健全化法に基づき、財政健全化指標として５つの指標、実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率、将来負担比率、公営企業における資金不足比率が財政健全化のバロメーターとし

て用いられ、公表が義務づけられていますが、一般会計、特別会計とも関係する５指標は本町には

特に問題ない数値となっております。

しかしながら、平成16年、19年の相次ぐ災害により、町債発行に伴う償還、また臨時財政対策債

償還金の増加によりまして、今後は公債費が増加傾向にあるため、将来的にも弾力的な財政運営を

図るために基金を有効に活用し、重点的、効率的配分に留意し、経常経費の抑制、行政コストの低

減を図り、一層の努力をしてまいりたいと考えております。

次に、議案第61号、国保会計決算につきましてご説明を申し上げます。平成22年度末における被

保険者数は776世帯、1,323人で、前年度より２世帯増加し、14人減少しております。

歳入では、国民健康保険税の収納総額は9,616万2,000円で、収納率は95.1％となり、前年度より

0.3ポイント減少をしました。また、前期高齢者交付金が１億2,759万5,000円、国庫支出金が１億

1,926万6,000円、繰入金が7,926万5,000円の順となっております。

一方歳出では、保険給付費が３億6,026万8,000円、前年度より1,280万8,000円増加いたしました。

また、共同事業拠出金を6,915万4,000円、後期高齢者支援金を5,227万2,000円支出しております。

これらによりまして、平成22年度本会計の決算額は、歳入総額５億4,765万1,000円、歳出総額５

億4,290万1,000円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに475万円の黒字決算となりました。

次に、議案第62号、老保会計決算につきましてご説明を申し上げますと、老保会計は平成22年度

をもって廃止となります。平成22年度会計は過年度分の精算となっており、歳入歳出とも142万

3,000円、差引額ゼロ円で清算しております。

次に、議案第63号、介護会計決算につきましてご説明を申し上げます。平成22年度末における要
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介護、要支援認定者数は412人で、被保険者に占める割合は23％となり、前年度より10人、0.9ポイ

ント上昇しております。

歳入では、介護保険料は8,122万4,000円で、収納率は99.8％となり、前年度より0.1ポイント低

下いたしました。

また、支払基金交付金が１億7,986万3,000円、国庫支出金が１億6,118万円、繰入金が１億1,914万

1,000円、県支出金は8,944万4,000円の順となっております。

一方歳出では、保険給付費では６億129万4,000円で、前年度より3,591万5,000円、6.4％の増と

なりました。居宅介護サービス給付費の増加が主な要因となっております。

これらによりまして、平成22年度本会計の決算額は、歳入総額が６億4,392万6,000円、歳出総額

は６億3,776万1,000円、歳入歳出差引額、実質収支額とも616万5,000円の黒字決算となりました。

次に、議案第64号、後期高齢者医療会計決算につきましてご説明を申し上げます。平成22年度末

の被保険者数は1,213人で、前年度より９人増加しております。主な歳入は、後期高齢者医療保険

料の4,079万6,000円で、収納率は３年連続100％となっております。また、一般会計からの繰入金

が2,006万9,000円となりました。

一方歳出では、後期高齢者医療広域連合への納付金が5,822万6,000円となっております。

これらによりまして、平成22年度本会計の決算額は、歳入総額6,170万7,000円、歳出総額6,082万

円、歳入歳出差引額、実質収支額ともに88万7,000円の黒字決算となりました。

次に、議案第65号、簡易水道会計決算につきましてご説明を申し上げます。平成22年度は、新た

な水源を確保するため、常楽寺地内で井戸を新設し、大釜谷ほか２カ所で試験井戸の掘削を実施い

たしました。浄水場５カ所の滅菌装置を追加するなど、良質で安全な水の供給に努めてまいりまし

た。

これらによりまして、この会計の決算額は、歳入総額１億3,308万2,000円、歳出総額１億1,889万

6,000円、歳入歳出差引額1,418万6,000円となりました。

なお、翌年度に繰越すべき財源がありませんので、実質収支額も同額の黒字決算となりました。

次に、議案第66号、特生排会計決算につきましてご説明を申し上げます。平成22年度は、浄化槽

の維持管理を実施いたしました。

これらによるこの会計の決算額は、歳入総額2,042万3,000円、歳出総額1,931万3,000円、歳入歳

出差引額111万円となりました。

なお、翌年度に繰越すべき財源がありませんので、実質収支額も同額の黒字決算となりました。

次に、議案第67号、農排会計決算につきましてご説明を申し上げます。平成22年度は、出雲崎地

区処理場など３処理区の維持管理を実施いたしました。

これによる会計の決算額は、歳入総額１億7,462万2,000円、歳出総額１億6,710万円、歳入歳出

差引額752万2,000円となりました。
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なお、翌年度に繰越すべき財源がありませんので、実質収支額も同額の黒字決算となりました。

次に、議案第68号、下水道会計決算につきましてご説明を申し上げます。平成22年度は、久田浄

化センター等施設の維持管理を実施いたしました。

これによるこの会計の決算額は、歳入総額２億4,373万6,000円、歳出総額２億3,733万4,000円、

歳入歳出差引額640万2,000円となりました。

なお、翌年度に繰越すべき財源がありませんので、実質収支額も同額の黒字決算となりました。

終わりに、議案第69号、宅造会計決算につきましてご説明を申し上げます。平成22年度は、てま

り団地で２区画、川西団地で１区画の買い戻しと再販売を行いました。

これらによるこの会計の決算額は、歳入総額1,695万6,000円、歳出総額1,643万4,000円、歳入歳

出差引額52万2,000円となりました。

なお、翌年度に繰越すべき財源がありませんので、実質収支額も同額の黒字決算となりました。

以上、一般会計並びに９特別会計の決算につきましてその概要を説明申し上げましたが、決算の

内容につきましては決算書及び決算審査意見書並びに主要な施策の成果説明書をご覧いただきまし

て、認定を賜りますようにお願いを申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） ここで暫時休憩をいたします。

（午前１０時１５分）

〇議長（宮下孝幸） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時２５分）

〇議長（宮下孝幸） 次に、決算審査について監査委員の発言を許します。

代表監査委員、志田忠護さん。

〇代表監査委員（志田忠護） ご苦労さまです。それでは、22年度の出雲崎町決算審査意見を申し上

げたいと思います。

１ページをお開きください。第１、出雲崎町一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見。

審査の対象。平成22年度出雲崎町一般会計決算、平成22年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計

決算、平成22年度出雲崎町老人保健特別会計決算、平成22年度出雲崎町介護保険事業特別会計決算、

平成22年度出雲崎町後期高齢者医療特別会計決算、平成22年度出雲崎町簡易水道事業特別会計決算、

平成22年度出雲崎町特定地域生活排水処理事業特別会計決算、平成22年度出雲崎町農業集落排水事

業特別会計決算、平成22年度出雲崎町下水道事業特別会計決算、平成22年度出雲崎町住宅用地造成

事業特別会計決算。

２、審査の期間。平成23年７月26日から平成23年８月29日まで。

審査の方法。審査に付された歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調
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書及び財産に関する調書について、その計数が正確であるか、予算の執行が適正に行われているか、

財務に関する事務が法令に適合し、適正に処理されているかなどの点を関係諸帳簿、証拠書類と照

合精査した。

なお、審査に際しては、関係職員から説明を聴取するとともに、当年度の定期監査並びに例月出

納検査の結果を参考とした。

４、審査の結果と意見。審査に付された一般会計並びに特別会計の歳入歳出決算書等は、いずれ

も計数に誤りはなく、その内容も正確であると認められた。また、予算の執行等にかかわる事務処

理については、おおむね適正に行われているものと認められる。

一般会計の決算規模では、国の緊急経済対策の規模縮小の影響等により、前年度より5.3％程度

の縮小となっている。また、実質単年度収支は２億3,900万円を超える黒字となり、財政調整基金

に２億3,000万円余りを積み立てた。これにより、財調基金残高は21億超となるなど、国、地方を

取り巻く厳しい経済・財政状況の中にあって堅実・着実な財政運営が行われている。

経常収支比率は78.8％で、前年度より0.2ポイント減少した。普通交付税と臨時財政対策債が増

加したことが大きく影響をしたものである。

なお、実質公債費比率については8.1％、前年度比マイナス0.7ポイントとなっているが、詳しく

は財政健全化等に関する指標の項目で述べる。

特別会計については、すべての事業会計において実質収支が黒字となっており、良好な状態にあ

るが、詳しくは財政健全化等に関する指標の項目で述べる。

平成19年６月に公布された「地方公共団体の財政健全化に関する法律」に基づき、20年度の決算

から実質赤字比率など５つの指標について審査を行っているが、22年度決算にかかわる各指標につ

いては本年も以下のとおり審査を行った。

財政健全化指標。①、実質赤字比率は黒字となっている。参考数値はマイナス4.59である。赤字

である場合の早期健全化策定基準の国の基準範囲、以下基準範囲という、は11.25％から15％であ

る。

②、連結実質赤字比率は黒字となっている。参考数値はマイナス6.44、赤字ではない。赤字であ

る場合の国の基準範囲は16.25から20％である。

③、実質公債比率は、前年度より0.6ポイント減少し、8.1％となっている。国の基準範囲である

25％以下の値であり、良好な数値となっている。

④、将来負担比率はマイナス32％で、国の基準範囲である350％以下の値であり、良好な数値と

なっている。

経営健全化指標。⑤、公営企業における資金不足比率は、いずれの特別会計も黒字となっている。

参考数値は、簡易水道事業特別会計マイナス12.8％、特定地域生活排水処理事業特別会計マイナス

15.5％、農業集落排水事業特別会計マイナス21.5％、下水道事業特別会計はマイナス11.5％、住宅
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用地造成事業特別会計マイナス3.1％である。赤字である場合の国の基準範囲は20％である。

以上、当町における５つの指標については、いずれも黒字または早期健全化基準の国の基準範囲

数値を大きく下回っており、健全財政が保持されているものと認められ、特に指摘する事項はない。

なお、各比率の算出方法など詳細については、12ページから15ページに掲載してあります。

平成16年と19年に発生した地震等の風評被害で落ち込んだ観光入り込み客も、震災復興祈願イベ

ント等の実施により30万8,706人と災害前の入り込み客数に近づいており、町を挙げての復興に向

けた努力が着実に成果となってあらわれてきている。

平成22年度は、国の緊急経済対策により、地域活性化きめ細かな臨時交付金、住民生活に光をそ

そぐ交付金、また経済基金の強化と生活環境の保全目的とした社会資本整備総合交付金が交付され、

地方単独事業に活用したため地方負担の軽減が図られたとともに、公共事業の前倒しを行うことが

でき、地方公共団体への配慮がなされたところである。

しかし、町の財政を取り巻く環境は引き続き極めて厳しい状況であり、今後とも真に必要な事業

への積極的な財源配分を行い、町民の健康づくりを推進するとともに、安心して住み続けられるま

ちづくりを目指し、町民生活のより一層の向上に努められるよう望むものである。

なお、審査の概要は次に述べるとおりであります。４ページ以降、69ページまでです。

引き続きまして、70ページをお開きください。第２、出雲崎町基金運用状況審査意見。

１、審査の対象。平成22年度出雲崎町奨学金貸与基金。

２、審査の期間。平成23年７月26日から平成23年８月29日まで。

３、審査の方法。審査に付された基金の運用状況報告書に基づき、計数の正確性及び運用につい

て関係諸帳簿等を照合精査するとともに、関係職員から説明を聴取して審査した。

４、審査の結果と意見。審査に付された基金の運用状況報告書は、いずれも計数に誤りはなく、

その内容も正確であり、設置の目的に沿い、適正に運用されたものと認められる。

審査の概要は次に述べるとおりである。次ページに運用状況が記載されております。

次に、２点ほどお話を申し上げたいと思います。１点目は、船橋地内の土地の使用についてでご

ざいます。あの土地は、中永トンネルの掘削土を搬入し、造成された土地だと思います。面積約1.5ヘ

クタール、土地の関係者は７名、年間支払われる使用料が47万円余りでございます。いろいろと経

緯はございましたが、有効な土地の利用をお願いしたいと思います。

もう一点は、道の駅の天領の里の運用状況でございますが、こちらは指定管理者制度が導入され

ております。ここ何年か、かなりの収益減となって運用されておると思います。５カ年契約の更新

を結んだとのお話でございますが、先行き心配でございます。現地ではいろいろとイベントを催し

ておりますが、そんなことも考えなければならないかなと思っております。

最後に、これは昨年も申し上げましたが、相変わらず公務員による不祥事が数多く報道されてお

ります。県の職員、警察官、消防士、学校の先生、市の職員、議会議員もありました。ここで皆さ
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んが事故に遭わない、事故を起こさない、全体の奉仕者であることを自覚し、公私ともに責任ある

行動をとっていただきたいと、こう思うわけでございます。

以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

◎決算審査特別委員の選任

〇議長（宮下孝幸） お諮りします。

ただいま議題となっております議案第60号から議案第69号まで議案10件につきましては、委員会

条例第５条の規定により、９人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審

査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第60号から議案第69号まで議案10件は、９人の委員で構成する決算審査特別委

員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。

〇議長（宮下孝幸） お諮りします。

ただいま設置が決定いたしました決算審査特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例

第７条第１項の規定により、議長を除く９人を指名したいと思います。ご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、決算審査特別委員会の委員は、議長を除く９人を選任することに決定しました。

議案第60号から議案第69号まで議案10件は、決算審査特別委員会に付託します。

なお、質疑は委員会において行いますので、ご了承ください。

◎議案第７０号 平成２３年度出雲崎町一般会計補正予算（第５号）について

議案第７１号 平成２３年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）について

議案第７２号 平成２３年度出雲崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について

議案第７３号 平成２３年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）について

議案第７４号 平成２３年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計補正予算（第

２号）について

〇議長（宮下孝幸） 日程第27、議案第70号 平成23年度出雲崎町一般会計補正予算（第５号）につ
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いて、日程第28、議案第71号 平成23年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について、日程第29、議案第72号 平成23年度出雲崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について、日程第30、議案第73号 平成23年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）について、日程第31、議案第74号 平成23年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計補正予算（第

２号）について、以上議案５件を一括議題とします。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第70号から議案第74号までの各会計補正予算につ

きまして一括ご説明を申し上げます。

最初に、議案第70号、一般会計の補正につきましてご説明を申し上げます。歳出から各款の主な

ものを申し上げますと、２款総務費、１項総務管理費では、東京出雲崎会が来年結成70周年を迎え

るに当たり、記念誌等の広告料を計上いたしました。

４項選挙費におきましては、農業委員会委員一般選挙が無投票で終了したことによる減額といた

しました。

次に、３款民生費では、各項目に共通して平成22年度事業の清算に伴う国県補助金返還金を計上

いたしました。

１項社会福祉費、５目老人福祉費では、町内の要援護者の緊急時に備えて住宅地図等を利用して

住基基本情報等を表示した。また、その他の情報も追加できるシステム整備を介護保険サイドの全

額補助で計上いたしました。

６款農林水産業費、１項農業費、５目農地費では、町単独事業で藤巻水利組合の農業用さく井事

業を計上いたしました。

２項林業費では、７月の豪雨災害の対応で、県単事業の緑のばんそうこう工事費を計上いたしま

した。

８款土木費、５項住宅費、１目住宅管理費では町営住宅の維持修繕費を、２目街なみ環境整備費

では街なみ環境開発基金への追加繰出しを、また４目住宅建設費では建設中の石井町町営住宅の宣

伝広告費関係を計上いたしました。

５目住宅用地造成費では、新規住宅団地の用地測量関係で、宅造会計への繰出金を計上いたしま

した。

９款消防費、３目消防施設費では、上野山地区の消防水利として農業用ため池の進入路の舗装工

事費を、また４目防災対策費では津波避難場所の調査費を、また避難者用の寝具セットの購入費を

計上いたしました。

10款教育費、３項中学校費、１目学校管理費では、野球用グラウンド改修工事費を減額し、中学

校屋上給水管漏水の改修工事費を計上いたしました。



- 25 -

14款災害復旧費、１目農林水産施設災害復旧費では、７月の豪雨による農業用施設、農地施設災

害の町単独補助を、２項公共土木施設災害復旧費におきましても道路の補助災害復旧費を追加計上

いたしました。

次に、歳入では、これらの歳出補正予算に要する財源として、分担金、国県支出金、繰入金、繰

越金、町債を、また７月豪雨の見舞金の受け入れがあり、このたびの諸収入に計上いたしました。

これらによりまして、今回の補正は歳入歳出にそれぞれ3,603万円を追加し、予算総額を36億1,226万

3,000円とするものであります。

次に、議案第71号、国保会計の補正につきましてご説明を申し上げます。歳出予算につきまして

は、退職被保険者の療養給付費等の追加により、２款保険給付費に1,914万9,000円を追加いたしま

した。また、歳入予算では、５款国庫支出金、６款療養給付費等交付金に前年度の精算に基づき追

加交付金を受ける額を計上したほか、前年度繰越金を全額計上いたしました。

これらによりまして、今回の補正は歳入歳出それぞれ1,987万5,000円を追加し、予算総額を５億

5,651万3,000円とするものであります。

次に、議案第72号、介護会計の補正につきましてご説明を申し上げます。このたびの補正は、主

に前年度の精算に基づくもので、歳出予算では４項基金積立金に1,054万円を追加し、介護給付費

準備基金に積み立てるほか、７款諸支出金は343万4,000円を計上いたしました。

また、歳入予算では、３款国庫支出金、４款支払基金交付金、５款県支出金に追加交付を受ける

額を計上したほか、前年度繰越金を全額計上いたしました。

これらによりまして、今回の補正は歳入歳出それぞれ1,397万4,000円を追加し、予算総額を６億

5,097万4,000円とするものであります。

次に、議案第73号、農排会計の補正につきましてご説明を申し上げます。このたびの補正予算は、

汚水処理の供用開始から17年が経過いたしました出雲崎地区の汚水処理施設にかかわる設備等の更

新計画作成のための委託料を追加計上いたしました。

これによりまして、歳入歳出にそれぞれ補正額80万円を追加し、予算総額を１億7,360万円とす

るものであります。

最後に、議案第74号、宅造会計の補正につきましてご説明を申し上げます。このたびの補正予算

は、委託料に山谷地内に建設いたします団地の用地測量業務委託料を追加計上いたしました。

これによりまして、歳入歳出にそれぞれ補正額180万円を追加し、予算総額を1,011万8,000円と

するものであります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） 補足説明がありましたら順次これを許します。

総務課長。

〇総務課長（山田正志） それでは、一般会計から補足説明をお願いいたします。
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歳出205ページをお願いいたします。総務費関係でございますが、総務費、広告料の追加につき

ましては、町長の説明のとおり東京出雲崎会が来年70周年を迎えるというようなことで、会報いず

もざきと70周年記念誌というような、会報についてはページ数の増刷、また記念誌については新た

に発行というふうなことで、それに関係する広告料を今回計上させていただきました。

選挙費につきましては、無投票だったというふうなことで減額でございます。

続きまして、206ページをお願いいたします。民生費、２目の障害福祉費でございます。委託料、

障害者福祉サービス支給管理システム改修委託料、これにつきましては、障害者、グループホーム

に対して自立支援法で家賃補助サービスができたというふうなことでシステムを改修というふうな

ことでございます。

207ページ、老人福祉費の要援護者マップ整備事業委託料、これにつきましては町長の説明のど

おり全額国庫補助事業で、要援護者のマップというようなことで、住宅地図を用いてどこにどなた

がいてどういうふうな状況にあるかというのが一目でわかるようなシステムの構築でございます。

それと、207ページの２目児童措置費についてでございます。障害者用座いす保持装置の減、障

害児用歩行器減、これにつきましては、当初町のほうで購入いたしまして小木之城保育園に貸与と

いうふうな形で考えておりましたが、県の要綱の改正によりまして保育所で購入ができるようにな

ったというふうなことで、補助金として支出するというような形で組み替えてございます。

続きまして、208ページ、４款衛生費でございます。１目の保健衛生総務費の中で、県単医療給

付管理システムの改修委託料。これは、県単医療、所得制限があったものが今度はなしというふう

なことでシステム改修が出てきたものでございます。

それと、209ページ、６款農林水産業費でございます。農業振興費の中の環境保全型農業直接支

払支援事業補助金、これ乙茂と馬草というふうなことで、５割減減をしている中で、プラス今回は

この地区につきましては冬季湛水管理ということで、冬季もそのまま水を張っていくというような

部分でこの事業の該当になるというふうなことで、国が4,000円、県、町が4,000円というので、反

当たり8,000円の助成が出ると、補助が出るというふうな部分でございます。

続いて、その下の農地費でございます。町藤巻地区農業用水さく井設備事業補助金というような

ことで、ご承知のとおりこれ２回目の補助でございます。１回目なかなかちょっと水質がよくない

というふうなことで、今回これは町単独補助で80％の補助で実施というふうなことで、事業費規模

は450万円というふうなことで８割補助でございます。

続いて、210ページ、林業費でございます。県緑のばんそうこう工事、これは７月５日の豪雨に

よりまして４カ所、船橋、常楽寺、大門、田中でございます。建物の裏側というか、危険性の防止

のための工事でございます。これ、県が50％、町が40％、本人が10％負担というふうなことでござ

います。

続きまして、211ページ、土木費の１目土木総務費、負担金補助及び交付金のところの町道路沿
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線美化事業補助金。これは中永トンネルの手前まで海・花街道物語推進協議会の方が花等で景観整

備されておりますが、10周年を迎えるということで、記念事業というふうなことで100％補助とい

うふうなことで、10月22日に記念イベントを予定しているというふうなものでございます。

続いて、住宅費につきましては、施設修繕料。これは町営住宅でございますが、大門、小木合わ

せて24棟。これは、ガスコックの取替えというふうなことで、この法令基準が変わった見直しでご

ざいます。工事請負費の町営住宅の維持修繕工事の追加、これは羽黒町のＲＣの２階建ての町営住

宅でございますが、防水工事予定しておりますが、当初の予定より防水面積が増えたというふうな

ことで追加でございます。

続きまして、212ページ、街なみ環境関係で、街なみ環境開発基金の繰出金の追加というふうな

ことで500万今回上げさせてもらっております。当初いろいろ年度当初予定しておりましたが、結

果としまして、現在取得しているのがおかめ寿司の一部の底地、これ深井さんという方から取得い

たしましたが、その部分。それと、ひばりパチンコの土地ですが、上村さんから現在取得しており

ます。あと同じその石井町の近くの磯野さんの今若者向け公営住宅をつくっている部分での隣接、

これは磯野さんという方ですが、それと稲荷町で妻入り会館の近くの斉藤さんという方からの部分

を今後取得予定というふうになりまして、全体的に基金は1,000万円でございますが、もう500万円

を追加いたしまして取得の方向にというふうなことで、現在考えられる案件が４件というふうなこ

とで、既に２件は取得済みというふうなことになりますので、今回追加をお願いしたいというふう

なことでございます。それと、住宅建設費。これは今現在の石井町の町営住宅、これ宣伝広告関係

です。11月完成というふうなことで、広告代理店等にこれ委託をしていきたいというような部分で

ございます。

続いて、宅地造成事業の繰出金、これは町長の説明のとおり新団地の用地測量部分での繰り出し

になります。

９款消防費についてでございます。上野山地区の消防水利というふうなことで、実は上野山地区

につきましては水利が非常に弱い場所でございまして、水道管自体が細いということで消火栓もつ

けれない、また防火水槽を設置するにもなかなかいい場所がないというふうなことで、地元と相談

いたしまして、基盤整備で用水池を整備してございます。それを地区の防火水槽として利用させて

もらうというようなことで。ただ、有事の場合すぐに車で入れるというふうなことと、ポンプを降

して作業をしやすくというふうなことでアスファルト舗装をそこまでして、防火水槽のかわりとい

うふうなことで水利を確保したいというふうな部分でございます。これアスファルト舗装でござい

ます。

それと、防災対策費、これは津波避難路の整備関係でございます。本町の海岸地区の避難路を現

況私どもで確認はしておりますが、手すり、標識、また全体計画の事業費、ボリューム等をちょっ

とコンサルに出しまして、今後年次的に計画、また整備していきたいというふうな部分の委託料の
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形状でございます。

それと、備品購入費の避難者用寝具、これにつきましては、春先吉川の例もございますので、寝

具セットを20組今回用意をさせていただいて、緊急時の避難された方にというふうなことで考えて

ございます。

10款教育費につきましては、全国学力・学習状況調査採点集計処理委託料、これ当初国のほうの

財源でやる予定になっておりましたけれども、ちょっと国の補助がなくなったというふうなことで、

町費で実施というふうなことでございます。

それと、中学校費、野球場のグラウンド改修工事費減。これは、町長の説明のとおりでございま

す。

続いて、214ページの中学校の教室棟の漏水関係、町長の説明のとおりでございます。あとふれ

あい音楽教室講師謝礼と関係する公演手数料。これ９月29日、出中で県と町の教育委員会との共催

によりまして、リコーダーとリュートによるアンサンブルというふうなことで音楽会が開催される

と。リュートは、これギターのようなものでございますが、そのための関係経費でございます。

215ページ、保健体育費については、ＡＥＤの借上料の追加でございます。実際中央公民館とあ

の一帯につきましては体育館にＡＥＤを置いておりましたけれども、実はプールもあり、または柔

道場もあり、ゲートボール場もありということで、なかなか１つでは緊急時のとき対応できないの

ではないかというふうなことで、柔道場に、またゲートボール場にというふうなことで、１つＡＥ

Ｄをあの部分に追加したいというふうな部分でございます。

続いて、災害復旧費につきましては、農地災害関係では農業用施設災害復旧、これ７月の雨で柿

木の水利組合に対するものでございますが、送水管の復旧というふうな部分でございます。それと、

農地は沢田で１カ所町単独で、国庫補助に当てはまらない農地災害ということで町単で計上してご

ざいます。

続いて、216ページ、公共土木関係でございますが、これは７月の雨の関係で、査定がすべて終

わっておりますが、全体事業費が増えておりますので、工事費の追加というふうなものでございま

す。

戻っていただきまして、201ページ歳入でございます。緑のばんそうこう、これは本人分担金で

ございますので、１割負担というふうなことでございます。国庫補助は３分の２補助で、あと補助

残についてはあとの起債を充てているというふうなことでございます。あと県支出金、これは地域

支え体制づくり事業補助金ということで、これは要援護者マップの整備の補助金ということで、全

額補助でございます。

続いて、202ページ、県支出金、県補助金につきましては緑のばんそうこう、これ50％。それと、

19の繰入金につきましては、介護保険事業特別会計はこれは22年度の清算に伴うものの繰り入れで

ございます。



- 29 -

203ページ、繰越金につきましては、現在6,900万円ちょっと計上してございます。あと残りは

3,400万円ぐらい繰越金としては計上できる金額が残ってございます。

それと、諸収入につきましては、雑入の中の豪雨災害見舞金500万円。これは全協でご説明いた

しましたが、住友不動産から７月の雨に対して見舞金をいただいております。

204ページ、これは補助災害の補助裏に充てている起債でございます。

あと199ページは地方債の補正、218ページは全体の起債の残高の整理した調書というふうになっ

てございます。

一般会計は以上でございます。

〇議長（宮下孝幸） 保健福祉課長。

〇保健福祉課長（河野照郎） それでは、続きまして国保特会につきまして若干補足をさせていただ

きます。

今回の補正予算書の185ページお願いできますでしょうか。歳出のほうでございます。今ほど町

長説明のとおりですが、このたび２款保険給付費の１項２目の退職被保険者療養給付費、それと同

じく同款２項の高額療養費の退職被保険者に係る経費、これがいずれも1,400万円、186万3,000円

を追加させていただいておりますが、今年度に入りまして退職被保険者に係ります入院治療、それ

と高額医療等で複数人の方が治療を受けられるというふうなことで、療養給付費が大きく増加しま

したので、これに伴いまして追加で補正をさせていただくものでございます。

歳入につきましては、前年度の清算等を計上させていただいております。

続きまして、介護特会につきましてご説明をさせていただきます。補正予算書の192ページお願

いできますでしょうか。192ページ、歳出４款基金積立金でございます。歳入におきましては、前

年度の国県支出金等の精算を行いまして、追加で交付された経費等を原資といたしまして、介護給

付費準備基金のほうに積み立てをさせていただきました。積立額が1,054万円でございます。これ

によりまして、同基金の年度末残高が1,176万7,000円というふうになるというふうに見込んでいる

ところでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇議長（宮下孝幸） 建設課長。

〇建設課長（玉沖 馨） 続きまして、議案第73号につきまして補足説明をさせていただきます。

農業集落排水の処理施設に係ります電気設備、機械設備関係が耐用年数を超え、故障が増えてき

ております。機器の中には、部品の製造が終了し、調達が困難なものも出てまいりました。処理施

設の中にはたくさんの設備がございますけれども、機器の劣化の状況や部品の流通などを点検しな

がら、交換が可能なものあるいはオーバーホール等で延命化が図れるものなど、機器の優先順位を

つけながら、今後３年間で行う設備の交換修理の計画を作成したいというものでございます。

また、この計画によりまして設備の交換、修理を行う場合に、国の交付金等に該当させることが
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できますので、財源の手当てでも有利になるというための計画でございます。

続きまして、議案第74号でございますけれども、このたびの補正予算の委託料につきまして、山

谷地内の新しい住宅団地の部分の用地測量ということでございますが、その面積が、購入をする予

定の面積でございますが、4,000平方メーターを予定しております。これのための測量委託料の追

加でございます。

以上でございます。

◎予算審査特別委員の選任

〇議長（宮下孝幸） お諮りします。

ただいま議題となっております議案第70号から議案第74号まで議案５件につきましては、委員会

条例第５条の規定により、９人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審

査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第70号から議案第74号まで議案５件は、９人の委員で構成する予算審査特別委

員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。

〇議長（宮下孝幸） お諮りします。

ただいま設置が決定いたしました予算審査特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例

第７条第１項の規定により、議長を除く９人を指名したいと思います。ご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、予算審査特別委員会の委員は、議長を除く９人を選任することに決定しました。

議案第70号から議案第74号まで議案５件は、予算審査特別委員会に付託します。

なお、質疑は委員会において行いますので、ご了承ください。

この際、しばらく休憩いたします。

（午前１１時０３分）

〇議長（宮下孝幸） 休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時０４分）

◎決算審査特別委員会、予算審査特別委員会の正副委員長の互選

〇議長（宮下孝幸） これから諸般の報告を行います。
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休憩中に決算審査特別委員会及び予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選が行われ、そ

の結果の報告がありました。

決算審査特別委員会では、委員長に諸橋和史議員、副委員長に田中元議員が、予算審査特別委員

会におきましても委員長に諸橋和史議員、副委員長に田中元議員がそれぞれ互選されました。

これで諸般の報告を終わります。

◎議案第７５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

議案第７６号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

〇議長（宮下孝幸） 日程第32、議案第75号 固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第

33、議案第76号 固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上議案２件を一括議題とします。

提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第75号、76号の固定資産評価審査委員会委員の選

任について一括ご説明を申し上げます。

まず、議案第75号につきましては、固定資産評価審査委員会委員をお願いしております森山一郎

氏が平成23年10月３日をもちまして任期満了となりますが、森山一郎氏は１期３年の実績と経験が

ありますので、引き続き委員にお願いしたく提案するものであります。

次に、議案第76号につきましては、同じく委員をお願いしております佐藤勝次氏の任期が平成23年

10月３日をもって任期満了となることから、その後任として大門の中野正和氏をお願いしたく提案

するものであります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。

最初に、議案第75号の質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

次に、議案第76号の質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第75号及び議案第76号は、会議規則第39条第

３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕
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〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第75号及び議案第76号は委員会付託を省略することに決定しました。

これから討論を行います。

最初に、議案第75号の討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

次に、議案第76号の討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 討論なしと認めます。

これで討論を終わります。

これから採決します。

最初に、議案第75号を採決します。

この採決は起立によって行います。

議案第75号は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇議長（宮下孝幸） 起立全員です。

したがって、議案第75号は原案のとおり同意することに決定しました。

次に、議案第76号を採決します。

この採決は起立によって行います。

議案第76号は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇議長（宮下孝幸） 起立全員です。

したがって、議案第76号は原案のとおり同意することに決定しました。

◎選挙管理委員及び補充員の選挙について

〇議長（宮下孝幸） 日程第34、選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。

お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選

にしたいと思います。ご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推選にすることに決定しました。

お諮りします。指名の方法につきましては議長が指名することにしたいと思いますが、ご異議あ
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りませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定しました。

選挙管理委員には、海野知現氏、佐藤文男氏、内藤恒氏、内藤喜四郎氏、以上の方を指名します。

お諮りします。ただいま議長が指名いたしました方を選挙管理委員の当選人と定めることにご異

議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名いたしました方が選挙管理委員に当選されました。

続きまして、選挙管理委員補充員には、第１順位松浦範夫氏、第２順位田口正男氏、第３順位渡

邉モト氏、第４順位安達伸明氏、以上の方を指名します。

お諮りします。ただいま順位を付して議長が指名いたしました方を選挙管理委員補充員の当選人

と定めることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名いたしました方が順序のとおり選挙管理委員補充員に当選されました。

◎散会の宣告

〇議長（宮下孝幸） 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

（午前１１時１０分）



第 ２ 号

（ ９ 月 ２０ 日 ）
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◎開議の宣告

〇議長（宮下孝幸） ただいまから本日の会議を開きます。

（午前 ９時３０分）

◎一般質問

〇議長（宮下孝幸） 日程第１、一般質問を行います。

質問の通告がありますので、順次発言を許します。

◇ 中 川 正 弘 議員

〇議長（宮下孝幸） 最初に、５番、中川正弘議員。

〇５番（中川正弘） おはようございます。一般質問させていただきますが、調べてみますと、私は

一般質問するのが約４年ぶりでございます。根が小心者でございますので、緊張しているところに、

またきょうはトップバッターということで、地に足が着いた質問ができるかどうか不安でございま

すが、与えられた時間を有効に使いたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。また、町

長におかれましてもぜひ協力していただいて、答えやすいように簡潔に質問申し上げますので、ぜ

ひ短い言葉で、短い言葉でご返答願います。

私は、今回全員協議会ということをテーマに質問させていただきますが、議会規則に縛られない

自由闊達な議論ができる全員協議会のあり方、運営の仕方について質問いたします。ちょうどよい

例がございますので、海岸通り景観整備基本計画を例に話を進めていきたいと思います。平成21年

の６月の全員協議会で発言がございました。羽黒町の裏の海岸バイパスとの間の後背地を簡易アス

ファルトで舗装して、順次作業面を広げていこうとしていたときに国の補助金等が付き、ただ簡易

舗装するだけでなく、遊歩道、ウォーキングロードを整備したいから、一時計画を棚上げにして整

備計画を立てたいと、少々時間をくださいという趣旨の話がございました。そして平成22年、翌年

の１月、昨年の１月ですが、全員協議会で総務課長より提案がございました。そのときの議事録を

見ますと、昨年６月26日の全員協議会で海岸背後地の整備ということで、生活面での利用、健康づ

くりへのウォーキングロードとして、体育施設を含め全体的な整備計画、整備基本計画の作成を21年

度中に行い、一部事業については予算化をして進めていきたい。全体計画は、提案型のコンペを行

い、３社の中から最終的にナルサワコンサルタントに決定して、職員とともに検討してまいりまし

た。この間政権交代があり、今後の事業実施における財政面における不安定要素があります。海岸

地区の景観、健康づくりに向けて一定の方向性を持って今後の事業実施をしていきたい。計画の中

で一区切りついたということで、本日の基本計画案をご提示させていただきました。基本的には、

住吉町から井鼻までの402号線に沿った今後の整備する部分と町なかの現道、町道を利用して１周
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４キロちょっとのウォーキングロードを整備するものでございます。全体の表示、中間の表示等を

行い、体調、時間に合わせて距離設定のできるものを考えております。照明、東屋を含めた休憩ポ

イント４カ所、住吉町、羽黒町、鳴滝町、井鼻の整備を考えております。駐車場の用途として４カ

所程度整備し、ごみ収集場が背後地に大きく点在しているその周囲を囲うような景観整備も考えて

おります。全体の事業費は、３億円程度でございます。というふうに説明ございました。そのとき

に示された図面がこの図面でございます。このときにもう少し長いものもございましたし、もう一

部ありましたけれども、この図面がそのときに提示されました。

私たちは、この計画案に対して何ら異議を唱えませんでした。すばらしい計画をコンサルタント

と一緒に練り上げていただいたな、ここまでよく立派な計画をつくっていただいたものだというふ

うに思っておりました。これから先に話を進めます前に町長に、今私が説明いたしました時系列に

とって、私の誤解あるいは大きな事実認識にそごがあると話が先に進めませんので、ここでお聞き

いたします。今申し上げたところの発言に大きな間違いございますでしょうか。町長、お願いいた

します。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） 間違いないと確認をいたします。

〇議長（宮下孝幸） 中川議員。

〇５番（中川正弘） 本当にいい計画をつくっていただきました。昨年の１月に提示されたこの計画

の中では、駐車場のスペースがのっております。車をとめるスペースがのっております。そこには、

「植生ブロック」と書いてあります。植生ブロックというのは、ブロックを敷き詰めて、その間に

芝生等植物を植えて、そして景観を保ちながら駐車場の用に供するというものでございました。私

は、最初にこの図面を拝見いたしましたときに、すばらしいものができるなと、近隣町村にはない、

ただ単なる駐車場ではないすばらしい駐車場が海岸の整備とともにできるなと喜んでおりました。

わくわくしておりました。さすが出雲崎のブレーン、出雲崎の町長初めスタッフブレーンはすばら

しいなというふうに思っておりました。しかし、この夏、鳴滝町の駐車場できたときに見て、愕然

といたしました。ただのアスファルトの駐車場でございました。駐車場の進入路も駐車スペースも

どこにでもある、何ら変哲のない駐車場ができました。そこでお聞かせ願いたいのですが、この計

画がどこでどのようにしてそのように変わったのか、またその変更は議会には伝えられていたのか、

町長お願いいたします。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） 久方ぶりに中川議員の一般質問を受けながら、緊張しながらお答えをしてまい

りたいというふうに考えておるところでございます。

今中川議員さんのご指摘のとおり、この景観整備事業におきましての今これまでの経過について

のご説明があったわけでございますが、まさにそのとおりでございます。１月12日、全員協議会に
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おきまして、今中川議員さんの発言のとおり事業を実施したいというような説明をしたことは、こ

れは事実でございます。しかし、この整備の変更にかかわること、変更設計書が上がってきた段階

で私が変更を命じました。これは、この事業にかかわった担当課長、係長、あるいはコンサルタン

トの関係ではなくて、一に私が指示をしたということでありますので、その辺をご了解いただきな

がら、おしかりは私が一心に受けなければならないということでございますし、またそのような関

連につきまして、説明をしなくて変更したということについては、ひとえにおわびをしなければな

らないというふうに思っておるわけでございます。しかし、引かれ者の小うたでございませんが、

なぜ議会に説明申し上げたことを私の一存で変更をしたかということについての理由をちょっとご

説明申し上げまして、ご理解をいただきたいなと思うわけでございます。

まず、事業費におきまして、普通舗装の約４倍かかるということでございます。さらに、維持管

理においてメンテナンス等の関係において相当の経費を要するであろうということが想定をされま

した。しかも駐車場でございますので、ブルドーザーが入りまして除雪をするわけでございますの

で、相当の破損が出るであろうということが想定をされたところでございます。さらに、今日まで

例えば天領あるいは町道におきまして、景観舗装の中でブロック敷き詰めの一部施工をいたしまし

た。それは、見事に失敗をいたしまして、ブロックは剥離したり町民各位からの相当のご批判をい

ただきまして、今回は全面的にそれを舗装し直したという過程もございます。さらに、現実的には

皆さんは虎岸の丘に上がられたことがございますか。上がっておられると思います。あれは、まさ

しく植生ブロックが敷き詰めてございます。今虎岸の丘におきましては、その植生ブロックの中に

芝生であるか雑草であるか全く生い茂って、非常に私は景観を損ねておるということを現実にかい

ま見ているわけでございます。これは、普通の地面の除草と違いまして、その間に生えている芝生

と普通の雑草をより分けることは、大変難しいです。それが今全く生い茂って、非常に逆に景観を

損ねておるという現実がございます。そういう観点に立ちまして、私はこの植生ブロックは将来に

おいて禍根を残し、町に損害を与えるであろうということにおいて計画変更を命じたということに

ついては、ご理解をいただきたいと思います。ただし、この変更について皆様方に説明する機会が

あったにもかかわらず、しなかったということにつきましては、重ねておわびを申し上げる次第で

あります。

今後の課題でございますが、この反省に立ちまして私が考えておりますことは、この後におきま

して財政問題等についてのご質問をいただくわけでございますが、これからの事業の持ち方につき

ましては、着眼は大局に立って、着手は小局に立ってということを実施してまいりたいと思ってお

ります。着眼は大局に立って、計画は広く、高く、そして将来を見通した中の理想的な計画は、こ

れ必要とするであろう。しかし、着手においては綿密に時の情勢なり過去の反省点に立ってそごの

ないように、また財政的な負担がかからないように、より景観が損なわれないようにという細心的

な注意を払った中において事業を進めてまいらなければならない段階を迎えておると私は確信をい
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たしています。その点につきましておわび申し上げるところはおわび申し上げますが、これは町に

損害を与えるのでなくて、町の将来に悔いを残さないということによって、私の決断でやったとい

うことをご理解をいただければ幸いでございます。

〇議長（宮下孝幸） 中川議員。

〇５番（中川正弘） 想定内の返答でございました。今町長がおっしゃるように、４倍かかるという

ことでございますが、だれが見てもアスファルト舗装と植生のブロックの場合には高くつくという

のはわかっております。また、メンテナンスが大変である、当然のことでございます。だれが考え

たって、アスファルト舗装と植生した場合のメンテナンスがかかるのは当たり前でございます。除

雪でブルドーザーが入ってはがれる、これはちょっと違います。除雪のときに刃をちょっと上げれ

ばいいだけですから、それもやり方でしょうけれども、そういったもろもろのことは町長どうでし

ょう。計画の段階からわかっていたのではないでしょうか。だとすれば我々は、こんな凡人である

私でさえわかることですから、それをなぜこういう計画を我々にお示しになったのか。すなわち計

画をお示しになるときに町長は、よしとして計画をお示しになったと思うのです。それを今聞きま

すと、あたかもそのとき私は知らなかったが、こういうことで出てきたので私の金銭感覚といいま

すか、これからの将来を見据えた中で変更させたのだと言いますが、町長の考え方を私は了としま

す。しかし、ではなぜ全員協議会に提示した図面にはそのようになっていたのかということが私は

不思議でたまらない。我々は議員です。向こう、執行部側から出てきたものを審議します。そして

是か非か、あるいは改良を加えるべきか私らが審議します。そのための出てくる議案議事、図面が

これからころころ変わる原案であるのか、あるいはきちんとした成案であるのか、それによって我

々が今後対応する対応も変わります。私は、そこを今回聞きたいと思います。町長が今お謝りにな

ることもわかりました。そして今これこれこうだから変えたということもわかりました。では、な

ぜその我々にお示しになったときにその図面が出てきてしまったのかと私言います。なぜその以前

に町長が図面を見て、この植生が高くかかるからアスファルトではなければだめだと一言言えば、

あるいは一言それで今回は例えば建設課、総務課、保健福祉課かかわってくると思いますけれども、

その中で話をしていけばできた話ではなかったのかなというふうに思うのですが、町長そこの点は

いかがでしょうか。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） 確かに中川議員さんのご指摘のとおりでございますが、後段申し上げました着

眼は大局に立ってと私は申し上げました。やはり町の総合計画であろうと、いろいろな長期ビジョ

ンというものは、一つの理想像というものが示されるわけでございます。そのものを着実に実行す

るということは、なかなか困難でございます。例えば今回の景観整備にいたしましても、コンペを

いたしまして、その全体像のわずか実は500平米の中の88平米なのです、植生ブロックは。88平米、

わずかなところなのですが、しかしわずかといえども私はやはり全体的な景観からすれば、確かに
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示された図面、いわゆるこういうような構想でやりたいというものに対しましては、これは直観的

に我々素人でございますが、ああ、これはすばらしい、またいわゆるカラー舗装あり、普通舗装あ

り、植生ブロックの舗装あり、なかなかバラエティーに富んで、これはやっぱり景観整備、ウォー

キングロード、いろんな面を考えると非常によいかなというふうに直観的には感ずるわけでござい

ますので、コンペで出た設計書をこういう形で進めたいということを申し上げたことは事実、私も

それを見ながら、うん、これは全体からするといいかなと思ったのですが、さて発注の段階で内容

を精査させてもらいました。課長から説明を聞いて、これはだめだと、こういう金のかかることを、

しかも景観に逆に逆行する、しかも今後のメンテナンス、いろいろな面でこれはだめだと、設計変

更しなさいと、普通舗装に変えなさいと、駐車場を。ただし、歩道はカラー舗装しております。そ

ういう意味で、最初に示された全体像というのは、さっき申し上げました、例えば総合計画、いろ

んな一つのビジョンづくり、例えばこれからＪＡの跡地を検討委員会において提示をされます。そ

れを私はそのままやるわけには。ただし、こういう構想は出てまいりますということはお伝えをし

て、これはもう徹底的に精査をして、もう投資をするのですから、議会の皆さん、町民の皆さんの

ご理解をいただいた中で進めていかなければならない。今後は、私は後段申し上げました。着眼は

大局に立って、そして着手は小局に立ってということを私は議会の皆さんからご理解いただきたい

というふうに思っています。

〇議長（宮下孝幸） 中川議員。

〇５番（中川正弘） 町長の言うことは、すべからく理解できますし、私も大局うんぬんという話は

納得できます。ただ、そのことについて云々言うつもりありません。ただ私が申し上げたいのは、

何度も申し上げますが、我々は議会、議員でございます。そのときに出てくる、議案のときに出て

くる図面あるいは議事、そしていろいろな文言に対して我々はそれを精査し、よしあしを判断する

立場にございます。それが大局に立って変更された、その私はことは了としますが、それが議会に

一言も説明もなし、あるいは逆に言えばそれを精査した中で私は議会に提案すべきだったのではな

いかなというふうに、今でもその疑念は払拭できません。今後どのようになさるのか、また執行部

の方々の考え方一つでしょうが、とりあえず議会に出しておいて、全員協議会に出しておいて、後

で幾らでもローリングできるのだということであれば、これはゆゆしい問題です。まさかそこまで

はお考えではないと思いますが、ただそこで私は今回申し上げます全員協議会のあり方についてと

いうので、実はここに私が最初に議員になったときにいただいた議員必携という議員のバイブルが

ございます。そしてこれが第５版でございます。こちらに私が議長になってからもう一度勉強し直

そうと思って買い求めたのが第８版でございます。この間全員協議会というところは、一言一句変

わってございません。そこには、３つの全員協議会のあり方があると書いてあります。大きく３つ

あるのだと。１つは、本会議関連の全員協議会。本会議が議題が紛糾した場合、議長が休憩を宣告

して、その間全員協議会に切りかえて話し合いをする。次に議事が進むように、議員相互の意見や
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執行部との意見を調整したりする場で、議事を円滑にするものである。しかし、これは全員協議会

の開催の中では、質疑や意見は会議録に記載されていませんので、住民には知らされないというこ

とで、内容は慎むべきであると書いてあります。２つ目は、自主的意見調整の協議会。議長の自主

的な判断で開かれるもので、近く開かれる議会などに懸案となっている問題の提案が予想されるよ

うな場合、議会内部の意見を調整するためのもので、したがって町長には何ら関係のない議会独自

の立場での会合である。今出雲崎では、こういったたぐいの全員協議会は、議員懇談会という形の

名前で開かれております。これは、議会が閉会中にも事実上の活動を要求される以上、打ち合わせ

や意見調整の場として大いに活用されてよい協議会であるというふうに記載されています。３つ目

でございます。町長が意見を聞くための協議会。町長の依頼を受けて議長が招集するもので、目的

は町長が行政上の重要問題などについて意見を聞くための協議会である。行財政運営上の重要問題

とか企業誘致などの場合もあれば、議会に提案予定の案件について説明をし、質疑を受ける、いわ

ゆる事前審議の類の全員協議会であると書かれています。そしてその第３番目の全員協議会には、

こう書かれております。「事前審議型の協議会は、議会と町長が一歩はなれて提案と審議そして議

決と執行の権限を分かち合う「大統領制」の組織原理にももとり、議会の権威を失い、町長の責任

体制も否定されることになりかねないものである。このような協議会開催の町長の要請には応じな

い気骨と心構えがあって然るべきである。すなわち、町財政行政上の重要問題について議会の基本

的考えを聞いて参考にする協議会の開催は、議会運営委員会等で検討して必要最少限度にとどめる

ことが肝要であろう」というふうに書かれております。今回まさにそれが当たるのではないかなと

いうふうに私は思います。

執行部の皆さんたちは、いろいろなものを全員協議会で提案なされます。あたかも全員協議会で

提案したものは、我々のところで審議して、そしてそれが了とされた場合は、もうこれで終わりと

いうふうな形で、予算がついた形で本会議等で成案として議事として出てまいります。町長、どう

なのでしょう。私は、今の全員協議会のあり方を否定するものではありません。出雲崎の全員協議

会は、私はすばらしいと思います。ここでは、こういうことやってはいけないと書いてありますけ

れども、今出雲崎の全員協議会ではすばらしい方向で執行部と我々議会とが討論しながら進めてい

るというふうに思っております。ただ、こういうことだけは気をつけなさいよというふうに、何版

繰り返しても同じことが書いてあるのです。ということは、今回のようにいったんすり合わせをし

てしまうとそれで終わりということになってしまうのではないかなというふうに心配しているので

す。町長は、私長々と今しゃべらせていただきましたけれども、また町長長々しゃべるともう時間

なくなってしまうのですけれども、１つだけお聞かせください。今の出雲崎町の全員協議会のあり

方、どう思われますか。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） ３番目に議員さんがおっしゃった全員協議会のあり方、議会と執行者と議決機
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関がなれ合いの措置をつくるということについては、これは回避すべきということはしっかりとう

たってあるわけでございますし、私はやっぱりそれは認めざるを得ないし、認めていかなければな

らぬと思っております。しかし、町の大綱、大きな例えば今回若者誘導型住宅を石井町に今建設し

ておりますが、あれも当初コンペによる４棟の建設を計画して、皆さん方のご理解をいただくわけ

でございますが、諸般の情勢の変化によりまして変更を余儀なくされたと、そのことがまた将来町

にプラスになるだろうということで協議会にお諮りをして、変更を余儀なくされた理由をご説明申

し上げまして、ご理解いただいた。私は、やはりなれ合いでは困ると思うのです。協議会において

もそれはそれぞれのご意見があってしかるべきだと思いますし、またその一つの出雲崎町の将来を

決するような大きな重要問題については、単にそういう議案を本会議に提案をしてそこで論議する、

その方法もありましょう。しかし、私はやっぱりそういう大きな、出雲崎町の将来を決するような

大きな事案については、あらかじめやっぱり議会の皆様方のご説明を申し上げてご理解をいただく

というのが私は筋だと思います。それは、執行機関と議決機関と相対立、両立、両輪のごとくとい

いますが、私はやっぱり将来的には究極は町に、町民にいかにプラス還元がされるかということが

基本です。私たちと議員の間の問題ではないです。私は、やっぱり最終的には町、町民にそのこと

はどういう形となってプラスになるのか、マイナスになるのかというものをしっかりとすみ分けを

しながら、こういう問題は進めるべきだと。一概に３つおっしゃったことをすべて肯定して、否定

するわけではございませんが、基本的には私はやっぱりこれからも大きな事案についてはしっかり

と皆さん方と意見調整あるいは意見をお伺いしながら、それを予算づけをして提案をするという考

え方には変わりないつもりでございますので、またご理解をいただきたい。ただし、若干の一部変

更があった場合において、説明するのが当然なのですが、若干そういうことで一部変更については

説明を省略することもあるかわかりませんが、その辺につきましてはまたご理解をいただきたいと

思っております。

〇議長（宮下孝幸） 中川議員。

〇５番（中川正弘） 町長の答弁で、最後のまとめに入らなければいけないのですけれども、今町長

がおっしゃった言葉が一番最後の言葉がやっぱり今回私の質問の確信かと思います。一部変更はご

容赦願いたいということでございますが、その一部ということが大局的に見て、本当に執行部の皆

さんから見れば小さなことであろうが、我々議員あるいは町民から見て全く大きな問題になるとい

うことも感覚的にあるわけでございまして、それをではどこからどこまでがという物差しはござい

ません。はっきりした物差しはございません。私も今どこからどこまでは公表せよ、あるいはどこ

からどこまでは審議せよというつもりはございません。ただそこで町長が言われたように、大局を

見て物事を判断すべきであるし、また町民のためにという足元が揺らがなければ、私はそれで了と

しますが、かといって何でもかんでも全員協議会で話が出たものを少しのことでもころころ、ころ

ころ変えていかれたのでは、私はたまらないということで今回質問させていただきました。
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最後に、町長に一言だけお話しして、町長の意見を聞いて話を締めたいと思いますけれども、全

員協議会というのは町長が今おっしゃったように、議員とそして執行部との議論の場でございます。

刈羽村議会では、全員協議会はほとんど開かれません。執行部からの提案は、すべて本会議で処理

され、あるいは委員会へ付託されて、委員会で議論されます。そういうやり方もいいでしょう。で

もいろいろ大きな問題が出てきたときに、今の出雲崎のように全員協議会で事前に審議し、事前に

話をすることも私は重要なことだし、これがあってしかるべきだと思います。ただ残念なのが、以

前私が議員に初めてお世話になったときには、全員協議会の議題というのは議場に来るまでわかり

ませんでした。非公開でございました。なぜ非公開なのか、私は理由がわかりませんでしたが、当

日議場に来て初めて全員協議会の議題がわかりました。最近は、全員協議会の議題は事前に配付さ

れます。しかし、議題、「題」だけでございます。どんなことが、あるいはこのさっきの資料のよ

うにそれは事前に配付していただいて、もっともっと我々議員とそして執行部との全員協議会の議

論が深まるようにしていけたらというふうに私は思いますが、町長最後にいかがでしょうか。お話

を伺います。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） 今後の全員協議会のあり方につきましては、今中川議員さんのご提案もござい

ますし、またその辺を十分ひとつまたしん酌をさせていただいて、議会の皆さんとどのような形の

中で全員協議会、なれ合いではなくて、やっぱりその議論を深めるためにどうあるべきかというこ

とについては、しっかりとまたコンタクトをとりながら進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

〇議長（宮下孝幸） ５番、中川議員。

〇５番（中川正弘） どうも執行部の皆さん、いろいろ申し上げて済みませんでした。ただ一言だけ

最後に言わせてください。仲がいいこととなれ合いは違います。ぜひこれでやっていきましょう。

質問を終わります。

◇ 三 輪 正 議員

〇議長（宮下孝幸） 次に、７番、三輪正議員。

〇７番（三輪 正） きょうは、婦人会の皆さん、またそのほかの傍聴の方もおられますので、ぜひ

皆さんの前で町のほうからの明確な答弁をお願いしたいなと思っております。今中川議員のいろい

ろ長年の経験に基づいた質問があったわけですが、私はまだ１期生で、本当にまだそこまでいきま

せんけれども、せいぜい頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それで６月議会に諸橋議員と私の２人で原発の事故のことの対応についてどうかというふうな質

問したわけですけれども、あれからまた３カ月たちまして、当初の私らが考えている以上に深刻だ

ということで、各市町村もいろいろ対応を考えております。それで私ら出雲崎は、以前は10キロ圏
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内には入らないというか、今までですと柏崎、刈羽だけが特に協議に入ったということですけれど

も、出雲崎はそれ以外の市町村になっておったわけですけれども、最近見ますと、もう中には100キ

ロ、150キロまで一緒に地域に入れるべきだと、そして新潟県全域を入れるべきだというふうな論

議も出ているくらいですので、その中で本当に出雲崎は20キロ圏内にすっぽり入ります。一番近い

ところですと、特に八手地区ですと、もう10キロちょっとくらいなのです、直線で。そういうとこ

ろですので、今までとかなり認識の違った形で真剣にこれ考えていただきたいと思っております。

特に町としましては、人口増というようなことで、特に若い方を少しでも出雲崎に定住していた

だこうということで、以前から住宅団地を幾つかつくりまして軌道に乗っているかと思いますが、

今現在まだ海岸地区に若者導入の町営住宅を今３棟建築中なわけですけれども、そういったことを

やっておきながら、逆に原発に近いがために安全性とかそういう面で問題があるということになる

と、努力もそれによって非常に帳消しになってしまうということもあるわけですので、特に出雲崎

の場合についてはいろいろまた考えていただきたいなと思うわけでございます。私６月議会終わり

まして、その後ちょっと柏崎議会がまだ開会中でしたので、ちょっとちょうど一般質問の日でした

が、そこへ行っていろいろ聞いてきましたけれども、ほとんどの方が原発絡みの質問ということで、

非常に出雲崎町以上に危機感が大きかったわけですけれども、出雲崎もそれに倣って、多少遠くて

もやはり真剣に考えていく必要があるのではないかと思います。

それで、先回お話ししましたとき、諸橋議員からも出ましたけれども、例えば緊急迅速放射能影

響システム、そういったものがどういうふうになっているのか。それと、当初私モニタリングが町

にあるはずなのだが、どこにあるのですかというふうにお聞きしましたら、役場の裏のほうにある

のだと。その検査結果はどうなっているということを聞きました後で、あれは町ではわからないの

だと、あれは県が設置したので、県でないと数値はわからないのだというふうな話だったのですが、

えっと思ったのですけれども、町民はみんな当然町内には１カ所くらいはモニタリングポストがあ

って、常に役場がそれを把握しているというふうに思ったのですが、県でないとわからないのだと

いうようなこともあったわけでございます。

そしてまた今現在、この前も私らも原子力広報センターさんから講師から来ていただきまして、

議員の勉強会やったわけですけれども、そのとき放射能の線量計の実際機械を１台ずつ持ちまして、

実際はかったわけですけれども、そういったものも今各県内の市町村も出雲崎よりずっと遠いとこ

ろの市町村でもかなり購入しております。そういったものも町としては購入してあるのか、もしし

ていなければ購入する予定があるのか、その辺もまた聞かせていただきたいと思います。

そんなことで、とりあえずもろもろのことにつきまして、今現在の町の状況、その辺をお聞かせ

願いたいと思います。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） 三輪さんのご質問にお答えをしたいと思うわけでございますが、原発事故と町
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の安全対策についてというご質問でございます。これは、６月議会に引き続いてのご質問でござい

ますが、本町は今おっしゃっるように、当然柏崎刈羽原発から20キロ圏内にすっぽりと入っておる

わけでございますので、隣接とはいえこれは他人事ではない、本当に重大なる関心を持って対応し

なければならないということで、私たちも十分承知はいたしております。ただし、本県の防災計画

上は、国の機関である原子力安全委員会が指定する原子力発電所からおおむね半径10キロ範囲を原

子力防災対策を重点的に実施すべき地域の範囲であるＥＰＺというものがございますが、その範囲

内である今柏崎、刈羽については地域防災計画を策定すべきというふうに示されておりますが、そ

の範囲外である当町は、現段階では原子力防災に対する防災計画は作成はしておりません。本県で

も今もう既にご承知のように、この原子力災害対策につきましては見直しを進めているわけでござ

いますし、県も挙げて今取り組んでおります。私も県の防災会議の原子力部会のメンバーにも入っ

ておりますので、三輪さんのおっしゃること、いろんな面を具体的にその会議場でもしっかりと私

の所見を申し上げながら、議員と同じような考え方の中で答えを求めておるというところでありま

す。

事務担当者の原子力につきましては、知識を高めるということで、県内自治体の共通の認識で今

まで４回の勉強も行われまして、とりあえず一つの区切りとして今後の方針が県から照会も来てお

るところでございますし、お答えもしておりますが、先ほど申し上げましたＥＰＺの問題につきま

しても、国は今技術的な検討を行っておりまして、10月中旬ごろまでに原子力防災指針の見直しの

一つとしてＥＰＺに関する骨子を示すということになっておりますので、県の地域防災計画、国の

防災計画等々の整合性を図りながら、町の防災計画についても県の計画することになるため、今後

ＥＰＺの範囲内となれば、当然地域防災計画に原子力災害対策を盛り込む必要があると思っており

ます。現在準備段階として本町におきましても、地理的条件の中で原子力についての正しい知識、

また東京電力の対応につきまして聞く会を設け、議会もこの明後日、最終日に柏崎刈羽原発、この

一連の事故、対応等々に、対策等についての勉強会を開かれるということでございますので、その

辺でしっかりとまた今議員さんのおっしゃるようなこと等々もひとつご意見として申し上げていた

だきながら、それに対応する安全性を確保していかなければならぬというふうに思っておるわけで

ございます。

また、事故につきましても、国、県がやるべきこと、また電気業者やるべきこと等が当然あるわ

けでございますので、広域的な避難の対応をするものも国の責任で対応することを強く感じており

ます。東京電力との個別の安全協定についてでありますが、実施市町村とほぼ同じ距離の中にある

わけでございますので、当然私たちも今後その一つの計画の中では、西山、柏崎、刈羽と同じよう

な条件と認識しながら、今後に対応してまいりたいというふうに思っているわけでございますので、

そのようにご理解を願いたいと思います。

〇議長（宮下孝幸） ７番、三輪議員。
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〇７番（三輪 正） 先ほど申し上げましたが、町が今県内市町村でも各部署ごとに線量計ですとか、

そういったものの購入のやるとやったとかありますけれども、出雲崎としては今現在そういう測定

器は常備されているのかどうか、それを再度また質問いたしますし、モニタリング等はどういうふ

うに活用されているのかということをまたお聞きしたいと思います。お願いいたします。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） 私は、今回の東日本の大震災、これにかかわる福島原発、この大事故、これは

小さな視野に立っての論議はもう終わったと思っております。もっとも放射能というのは、どこに

飛散するするかわからないのです。だから私は、こちゃこちゃ、こちゃこちゃと町が対応するので

はなくて、それぞれ県を挙げ、国を挙げてしっかりと対応していかなければならぬと私は思ってい

ます。ただこちゃこちゃ、ただ放射線をはかる機械が必要と、そういうこと以上に私は速やかに国

に対応をお願いしたいことは、やはりこの福島原発がどういう条件の中に起きたのか、それをどの

ような形で安全対策を立てるのか、またこの放射線の拡大したその地域のどういう状況によってど

ういうことが起きているのか、そういう点をもう少し早く検証して、それに対する抜本的な計画を

立てていかないと、こちゃこちゃとやってはだめですよ。私は、そう思っています。

現にきょうの新聞ですが、これちょっと今問題になっていますよね、やっぱり。世界の国際原子

力機関、ＩＡＥＡ、この点は全くそうだと思うのです。これは、単なる一国、日本ではないです。

地球規模における先ほどおっしゃった放射能なり、そういうものを即座に検定をするようなシステ

ムを早急に構築すべきと提案をしております。しかもこれからの福島原発、ああいう問題に対して

も、単なる福島、日本の問題ではない。世界の共通した事項として、速やかにこれに対する今後の

対応を充実すべきということを提案しています。新興国は、反対しています。これから新興国どん

どんと原発をつくりたいと思っているのです。つくっているのですから、そういう難しい枠組みが

決められると困ってしまうのです。だから私たちは、やはりＩＡＥＡのおっしゃる提案どおり、も

う徹底的にもう一町の町が対応するのではないです。国を挙げて、世界規模においてもう徹底的に

そういうものを検証して対応するということが必要だと私は思っています。

〇議長（宮下孝幸） ７番、三輪議員。

〇７番（三輪 正） 町長の言われることは最もだと思いますけれども、私はやっぱり一般町民とそ

の辺がちょっと違うのではないかと思うのです。特に男というのは、意外と放射能はまあしようが

ないかと、私を含めて多少そういうのはあるのですけれども、特に女性、特に若い方、これから子

供をつくっていこうとか、今育て中の方というのは非常にこのことについては敏感です。そういっ

た面で、では町民がまずどこへ頼れるかとなると、やっぱりまず町なのです。いざというときは、

町はどうなっているろうかね、どういうふうにしてくれるろうかねというのがまずなのです。県だ

の国に対して何とかしてくれということはまずないと思うので、やはりまず皆さん頼るのは町なの

です。それも出雲崎町は、人口が何十万とかでっかいところだと、どこ行ってみようがないと。だ
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けど、出雲崎くらいの規模ですと、非常に住民と距離が短いわけです。それだけ出雲崎のよさがあ

るはずなのです。そういう面で、やはり頼るべきはまず町になるかと思うのです。そのとき放射能

どんなだか、いや、国の方針が出るまでまあちょっと待ていれというのではなくて、やっぱり出雲

崎今ちょっとはかったけれども、出雲崎はかった段階でこうだよとかいうふうになると、町民はあ

る程度ああ、そうかねと、ああ、大変だというふうなことになるので、やはり私は最低限町である

程度の測定はできるというか、そういう体制は、それは測定器もいろいろはかり方とか、機種によ

って正確なのも出ないということも承知しております。だけれども、やはりまず頼るのは、まず町

民は町です。町がそういった器具がもうないのだということになると、町民はではどこをどうした

らいいのだと。頼るところがないわけです。そういったところもぜひ考えていただきたい。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） 全く無関心でおるわけではございません。やはりセシウム問題、あなたこの後

質問されますが、それらに対しましても私たちは細心、最大の注意を払っております。例えば米も

そうでしょう。この出雲崎における米がセシウムに汚染されているのかどうかというの全部調査し

ているのです。だから私たちは、セシウムも１キログラム当たりの8,000ベクレル、これ以下のも

ので大丈夫。絶対だめです。あなたは、これから質問されますが。そういう意味において、私たち

出雲崎町は町民に対する安全、安心確保というのはもう全力を挙げます。ただ機械を入れるのでは

ないのです。日ごろの一つ一つの事項なり事例の問題についても、万全を期して対応してまいりま

す。ただ、機械を入れればいいというのではないです。そういう細心、最大の注意を払いながら、

万全を期して町民の安全はもう確実に守るという線で徹底的にやっています。議会の皆さんのご意

見を聞きながら、町民の皆さんのご意見もしっかりと受けとめてやっていきます。そういう点につ

いては、ただ施設をどうする、こうするでなくて、まず私はあさってだって皆さんから徹底的に東

電に対するそういう安全対策をどうするのかということをお話ししてもらいたい。逆に言うならば、

私は東電にお願いしたいことは、あなた方がそういう施設を持っている以上は、住民の安全、安心

を確保するために、そういう必要な器具をあなた方の責任でもって配置しなさい、住民の安心を確

保しなさいと、私は言います。そうではないでしょうか。

〇議長（宮下孝幸） ７番、三輪議員。

〇７番（三輪 正） 今の例えば測定器に関しましても、今町が購入するのか、また東電に用意させ

るのかということは、これからぜひ考えていただきたいと思います。

それと、万が一、本当万が一、あってはならぬことですが、あった場合、とりあえず町としては

どういうふうな住民に対する対応をするのか避難せいということになるのか、建物の中に入れとい

うのになるのか、その辺と、もう一つ、やっぱりこの役場職員と消防団ですとかそういう方につい

て、こういったとき原子力の、私はこの前第１回目の勉強しまして、今度は22日、東電から来ても

らって勉強会議員はするわけですけれども、職員の皆さんのほうではそういうふうな勉強の場をや
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られたのか。今後またその担当者は当然だと思うのですが、いざとなれば役場職員挙げて災害に、

今までも町は地震とか水害のとき、本当に一丸となって職員やっていただいたわけですが、それを

町民は見ているわけです。ああ、いざとなればやってくれるのだと、安心だやと、頼もしいやとい

うことがあるわけなので、原子力というのはちょっと違いますので、その辺も事前にいろいろの原

子力のことについての勉強とか対応を事前によく勉強していただいて、いざというときは的確に住

民なりを指示したりとかいうことをやっていただきたいと思うのですが、その辺のお考えいかがで

しょうか。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） 後段の津波問題等につきましては、この後議会の終わった後の全員協議会、そ

れこそ全員協議会で今町がどのような取り組みをして、具体的にどういう対応をしているのかとい

うことをご説明申し上げて、またご意見を伺いたいと思っております。その仮に柏崎刈羽原発で事

故起きたときに、どういう指示を下すかということにつきましては、これはちょっと私たちは今こ

の段階で、放射能のああいう一つの福島と同じような事故が起きた、どう対応するかということに

つきましては、これはもう10キロ圏内、20キロ圏内ですが、速やかに避難をしなければならぬとい

うことです。その地震対策にあわせて、私は県にも言うのです。地震対策にあわせて、この原発事

故あったときにはどうするのかと。これは、やはりいち早く安全圏は30キロか50キロかわかりませ

んが、そういうところに避難をしなければならない。この住宅の中にいなさいなんてものではない

です。避難をしなければならない。そういう問題に対する対応は、私たちは具体的なものはＥＰＺ、

これからの問題ですよね。そういう問題に対して、事故起きたときどうするのか。今ここで皆さん、

放射能が漏れました。家に入ってください、あるいは逃げてくださいというのではなくて、やっぱ

り私は仮に放射能漏れがあったとするならば、速やかに安全圏外に待避するということが大事です。

そのための今の地震の避難路につきましても、単に地震のために避難するのではないです。地震の

ためであったら、高いところへ逃げればいいのです。しかし、さて放射能漏れがあったとするなら

ば、安全圏に避難をしなければならぬと。そのための単なる高台に逃げたからいいのではなくて、

高台からそれではある大きな道路に集合して、直ちに避難ができる場所はどこにするかということ

まで考えているのです。その程度にしていただかないと、これからＥＰＺ、そういう問題の中に安

全協定なりいろいろな問題出てきます。そうなればより具体的に申し上げたいと思うのですが、今

ここで即柏崎原発が事故あったということは、ないようにまずしなければならないです。徹底的に

やらせなければだめです。そういう事故を想定するのではなくて、事故を起こしてはならない。起

きたらもう日本は終わります。起こさないようにしなければならない、そのものです。もし起きた

場合には、私はやっぱり今の避難路とあわせて確実な場所に避難をするということまでちょっと皆

さんにご提示申し上げます。

そういうことで、今具体的に放射能が漏れたから、さてどういう指示をせいということを今私は
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町民にまずそこまで言うことは、ちょっと控えたいと思っています。より事故を起こさないという

ことに対して、我々責任を持って徹底的にやるということでとどめておいていきたいなと私は思っ

ています。

〇議長（宮下孝幸） 三輪議員。

〇７番（三輪 正） これは、こういったことも非常に考えていただきたいということでございます。

それと、私も以前から刈羽村の皆さんもラピカへ行かれたことはあると思うのです。当初あれ非

常に極端に言えばぜいたくな建物だなと思っていまして、まず入るとき気がつくのは自動ドアが３

つあるのです。今まで３つなんか絶対私は必要ないと思ったのです。２つあってもぜいたくだなと

思ったら、最近やっとわかりました。あれは、内部へ放射能をいかに入れないかのために三重にな

っているのだそうです。それで同じ建物でもコンクリートの建物と木造では全然違うと。やはりい

かにコンクリートの中に避難するかということだそうなので、その辺もあわせて今後出雲崎にも公

共の役場を含めて各センターですとかありますので、その辺も今のうちからいざというとき、もし

屋内待避の場合はこうだよということもまた考えていただきたい。

それと、８月19日の全員協議会のとき、セシウムの汚泥がエコパークに持ち入れられるのではな

いかというようなことで、そのとき質問をしまして、町長のほうから明快に受け入れないというこ

とで、翌日の日報にも大きく放射能は受け入れないということを明言していただきまして、ありが

とうございました。これからいろいろとこういった問題が出てくるかと思いますが、とにかく町民

はまず頼るべきは町といいますか、非常に頼りにしておりますので、その辺を早目に住民が安心で

きるような形で対応していただきたいと思います。それでは、この件につきまして、時間もちょっ

とありませんので、ちょっと終わります。

それと、２番目の質問ですけれども、出雲崎の自然エネルギー活用を検討せよということなので

すが、これは原発にも絡みますけれども、以前から出雲崎は約4,400ヘクタールの面積がございま

す。その中の大部分は、山林でございます。多分70％以上は山林になるかと思います。山林は、今

非常に木材の価格が低迷しているがために、非常に逆に今ちょっと厄介者扱いされているという面

もありますけれども、これから極力放射能のというか原発の負担を少なくして、自然エネルギーを

活用しようということが今全国的に上がっていますし、ただ問題点もたくさんございます。だけど、

法律改正によりまして、電力会社の買い入れですとかいうことで、これから弾みがつくことは間違

いないかと思います。

それで出雲崎は、石油産業の発祥の地でもあるわけなので、ぜひこの辺、町内の資源をもう一度

見直しまして、新たに何かをつくるとか、それは多少つくらなければだめですが、投資をするので

はなくて、今ある資源をいかに活用するかということを考えていただきたいと。例えば今言いまし

た森林でございます。今杉の造林地は、本当に間伐が進まないで、本当に皆様山を見ていただくと、

遠くから見るといい山に見えるのですが、そば行きますと本当に針金みたいな木ばかりしかないと
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いうことで、あれですともう全然木も太らないし、いざとなった場合、今度災害になるわけです。

今回和歌山県ですとか奈良県の山林の崩壊現場見ますと、まず私見るのは山の木なのです。ほとん

ど針金みたいな木しか植わっていないです。あれ本来であれば間伐して、きっといい山になってい

ると思う。今ほとんど特にああいう急傾斜地ですので機械も入れられないということで、非常に間

伐も進んでいないと思うのですが、出雲崎もそういうふうな災害防止とまた自然エネルギー、今木

材の間伐材を使いまして、それで発電をするとか、ストーブの燃料にするとかいうことが今主に新

潟市の新津地区、それから阿賀野市あたりで進んでおりますけれども、この町だけだとちょっと難

しかったら、例えば長岡定住圏を含めてそういったものもぜひ考えていただきたいと。要するに自

然エネルギーの利用、木材価格の価値の向上、そして災害防止という一石三鳥になるわけですけれ

ども、まず第一弾、そこをお聞きします。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） エコパークへの汚泥の搬入については、質問でお答えはしなかったわけでござ

いますが、私は改めてこの問題に入ります前に、原子力のその危険性と町民の安全、安心を確保す

るということについては、これからひとつ皆さんと力を合わせて徹底的に国、事業者に対して私は

もう強烈にアピールしていかなければだめだと思っています。そういうことで、この町だけでは解

決できない問題ございますので、ひとつ改めて皆さんと力を合わせて、もう町民の皆さんにそうい

う不安感を与えないような万全の体制を、私たち町が対応するよりも国、県、事業者に対してもう

徹底的にひとつやりましょう。もうこれはひとつ町民のためにも皆さんとその共同歩調をとりなが

らやっていかないと町民の皆さんにも大変な損を与えるということになりますので、改めてこれは

ひとつ明後日の説明会もございますし、ぜひひとつ皆さんからも積極的な発言をさせていただいて、

出雲崎町は小さな町でもこれだけの原子力あるいは安全に対するもうあれを持っているのですよと

いうことを強烈にアピールしていただきたいということをまずお願いをして、次の質問にお答えし

てまいりたいと思います。

この自然エネルギーの活用ということは、これは当然これからのエネルギー問題の中で大きな課

題になっておりますし、今太陽光あるいは地熱、あるいは木材利用の、あるいは畜産の汚泥等々の

活用の対応を考えておられるわけでございますが、特に今三輪議員さんがご指摘になりました木材

の問題でございますが、これは今おっしゃったように秋田県の能代におきましてもこれはもう相当

有名になっておるのですが、これは合板会社と製材業者が合体をしてこの施設をつくっております。

約15億円を投入して、特に秋田県はやっぱり木材産地でございますので、製材した製材くずとか、

そういう製造に伴って出た製材を処理しておるということでございますが、これもなかなか10億円

かかったそうですが、厳しいらしいです。買電は、１キロワット3.5円だそうです。とてもとても

対応できないという実態で、少なくとも25円から30円でないと、買電価格がそうでないと採算がと

れないという一つの非常に厳しい状況があるということが伝えられております。特にまた新潟秋葉
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区におけるペレット、この生産につきましても、これは私もちょっと研究してみなければならない

と思うのですが、このペレットを生産するために間伐材を出して、そこで持ってきて加工するとい

うのは、とてもコストの面では合わないらしいです。この秋葉区にあるペレット製造の機械は、や

はり移動しながら持っていくらしいのです。その施設らしいのです。私もそれらを今度参考に見せ

てもらいたいなと思っているのですが、その辺確かにおっしゃるように、この出雲崎もそういう間

伐等々が必要性となってまいるわけでありますが、その間伐材を搬出してペレットなり、そういう

熱エネルギーに変えるということは、相当研究してみないと難しいのではないかということで思っ

ていますので、できるところからやっていかなければだめだと思います。

そのほかいろいろの地区でやっておる、例えば岩手県の葛巻町はやっぱりこれをやっているらし

いです。それも非常にやっぱり厳しいということでございますが、先ほどもお話あった、計画とし

てはその町の潜在需要電力の190倍ぐらいのものを発電する可能性があるというような見通しを立

てながら、今取り組んでいるようでございます。その辺もやっぱり先進地の事例をしっかりと把握

をしながら、やはりただやればいいというのでなくて、採算性の問題もございますと、だれがその

事業主体になるのか、その辺のコストの面とか、買電価格もこれからどうでしょうか。自然エネル

ギー再生法によって、若干買電価格も上がるのではないでしょうか。ちょっと私もその辺はあれで

すが、そういう点も大いに参考にしながら、確かに三輪議員さんのおっしゃるように、この問題に

は前向きに取り組んでいく必要あると思います。ただし、もっとやっぱり実用するためには、どう

いう生産方法があるのか、大いにひとつ議会の皆さんからもそういうところでちょっと勉強してい

ただいて、私たちも勉強させていただいて、このことを進めてまいりたいというふうに思っており

ます。

〇議長（宮下孝幸） 三輪議員、時間ですのでまとめてください。

〇７番（三輪 正） そうですね。あと時間が二、三分しかないので、済みません。

最後に、もう一つ今山の山林のことも話ししましたが、出雲崎は非常に海岸線が長いということ

で、風力発電。ただ風力発電については、非常に雷の対応が遅れているので、結構あちこちでトラ

ブル起こしていますので、ただその雷対策さえなれば非常に日本もそういうふうな適地、潜在能力

があるということで、その辺も海岸線せっかく持っているわけですので、ここら辺も考えようによ

っては長所ですので考えていただいて、やはりそうではなくて、山のほうでもいいわけなので、そ

ういったある資源なり立地を今のうちから考えて、議員としてもそういったのを要するに勉強した

りとか、地元をよく見たりとかということで考えていかなければだめなので、やっぱりこういうふ

うな逆に災難を何とか福にするような形をこれから考えていかなければだめだと思いますので、町

もそういった面でいろいろ、町も非常に情報なりスタッフもそろっているわけですので、その辺も

今後見据えて研究をしていただきたいということで、時間もありませんのでこれで終わりますが、

その辺お願いいたします。
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〇議長（宮下孝幸） これで暫時休憩いたします。

（午前１０時２９分）

〇議長（宮下孝幸） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時４０分）

◇ 田 中 元 議員

〇議長（宮下孝幸） 次に、８番、田中元議員。

〇８番（田中 元） それでは、一般質問させていただきます。

現在公表されている財政調整基金が約10億、これは平成23年の２月１日、出雲崎町町長が公表さ

れた「出雲崎町財政事情の公表について」という書類の中からの数字でございますが、財政調整基

金が約19億円強あります。それから、その他の資金が５億6,000万円あり、その時点で合計で24億

5,800万円余りの基金がございます。町長は、常に盤石であると発言されています。財政について

は、盤石であると発言。しかし、相次ぐ震災、経済不況による税収の伸び悩み、それからエコパー

ク施設周辺の環境整備事業交付金、毎年来ておりますが、約１億円が今年度で終了、それから人口

減や制度改正に伴う交付税等で約１億円の減収が見込まれ、合計で約２億円の税収の減額が考えら

れます。仮に毎年２億円の減額で、現在の同額の財政の予算規模を進めていった場合には、町とし

ては単なる税収からいったら10年で底をつく状況になると。町長の財政展望の中で、さらなる行政

のスリム化を考えておられますが、今までこれだけ頑張って行政をスリム化されてきて、この後ど

のようなスリム化を考えておられるのか、まずお聞きします。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） まず、冒頭田中議員さんのご質問にお答えしたいことは、財政運営は１足す１

が２だという単純なものでなくて、もろもろの要因が加わってまいりますので、その辺はその状況

を判断しながら、弾力的に運用しながら、あくまでも盤石な財政運営をするというのが基本でござ

いますので、その辺を単純に、計算でできるわけでございませんので、その辺だけはご理解いただ

きたいと思います。順次ご説明を申し上げます。

ご質問のように、23年度施政方針の中で今後の財政運営に当たりまして、廃棄物処分場設置に係

る交付金、また国勢調査の人口減に伴う地方交付税への影響を今後の財政見通し展望において懸念

をしておるということは事実でございます。直近の数字から申し上げますと、財政調整基金につき

ましては、22年度末での残高は21億3,000万となっておりますが、ただし本年23年度、このうち２

億5,000万円を繰り入れる予算を編成しております。本年度当初予算では、普通地方交付税、臨時

財政対策債を合わせまして14億5,000万を見込んでおりましたが、この８月に決定におきまして、

普通交付税、臨時財政対策債で16億3,000万円の交付となりまして、１億8,000万の留保というふう
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になっています。今後の新しい住宅団地等の事業執行もありますが、現在の状況からいたしまして、

本年度も基金をそう多くは取り崩さなくて、ある程度戻せるのではないかと思っておりまして、年

度末で財政調整基金の最低20億円以上は確保できるのではないかと見込んでおります。

次に、議員がおっしゃっております来年度以降県交付金の終了、交付税の減少という厳しい材料

がそろっていることも事実であります。人口減による普通交付税の影響につきましては、このとこ

ろ５年単位で約450人前後の人口が減少しております。当然交付税にその影響があるわけでありま

すが、国も急に減額となりますと、各自治体の財政運営が大変になりますので、激変緩和といたし

まして５年間は緩やかなラインで減額となるような措置をとっております。そのような中で、17年

の国勢調査人口を用いた18年度の普通交付税、臨時財政対策債が15億6,200万円、22年度数値を用

いました本年の交付税、臨時財政対策債は16億3,300万円でありまして、比較しますと実質7,100万

円の増となっておると。現実的には、交付税自体には多くの影響は出ておらないというのが現状で

あります。しかしながら、国政レベルでおっしゃるように、常に不安材料が取りざたされている状

況の中で、本町も引き続いて厳しい予算編成を迎えること、当然さらなるスリム化を進める必要が

あります。今まで財政的なご質問をいただいたときに、必ず私の財政運営の基本として、入るを計

って出ずるを制する、財政を語らずして政策なしと常に私は申し上げております。限られた財源と

いう器の中で、それに見合う執行は当然のことであります。

また、今回議員さんのご質問いただいた、さらなるまた次なるスリム化についてでありますが、

議員の質問を相談したときに総務課長が私に申し上げておりますことは、本町は特に補正予算にお

いて今後考える必要があるという提言をされております。当然補正予算でありますので、不足、緊

急事の対応、また当初からの施策的な対応で繰越金あるいは交付税等の留保を見ながら補正対応す

るという小さな町ならではの財政運営ということで今まで進めてまいっております。平成22年度全

体の補正予算の財源見ますと、このうちの一般財源は３億5,000万円でございますが、さらにこの

うち財政調整基金が約２億3,000万円、申し上げますが、ここよく聞いてもらいたいのですが、一

般財源は３億5,000万円で対応しているのですが、その中には財政調整基金に２億3,000万円積み立

てておるのです、逆に。施策的には、残り１億2,000万円を充当をしております。本年度以降は、

財政調整基金の新たな積み立て、新たなる積み立ては大変難しい状況だと思っておりますが、これ

からの財源の不安材料をこの辺で捻出しなければならないと思っています。当然当初予算、補正予

算、いずれにおきましてもすべてがスリム化対象という認識の中で、年度途中での事業執行の見直

しを含めまして、今までにない将来を見据えた財政運営を行っていく必要があろうかと思っており

ます。

また、中長期的な財政運営を見通しますと、現在23年度末で20億強の財政調整基金を見込んでお

りますが、今後５年スパンで見た場合、新たな施策、事業執行を含めまして、最低の財政調整基金

の保有残高を15億円以上に保つという財政運営を考えております。
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以上、質問にお答えしました。

〇議長（宮下孝幸） ８番、田中議員。

〇８番（田中 元） 今財政内容について、健全化を常に発言されて、町長の内容はよくわかりまし

た。それで今聞いたので、最後に今後についてはどういうふうにあれしようとも、15億円以上は財

調残すのだと、そうやって基本的な運用していくのだと、確かに15億円あるということになります

と、今現在ある財政調整基金のほんの少しばかりの目減りで済むということになりますと、財政は

心配ないのだなということはわかります。ただ、私が申し上げたのは、基金の内容よりもただそれ

を維持しながら今の財政状況を維持し、今の予算を維持しながら続けるということに対しての、か

つ先ほど申し上げましたスリム化の向上ということについてのご答弁がいただけなかったと思うの

ですが、この全体のスリム化についてのお考えではいかがでございましょう。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） スリム化、スリム化といいますが、執拗に私はスリム化する必要はない。基本

的なスリム化に対応しなければならない事項もございます。例えば経常収支比率、平成22年度の決

算において皆さんもご承知のように78.8です。県下でも経常収支比率においては、県下のトップク

ラスいっているのです。これ以上人件費を減らしたりなんかすればもう町の行政は、今人件費だっ

てそうです。職員数だってそうです。徹底的な対応している。１人でも休まれると、大変なことに

なるのです。それほどまでやっていることによって、経常収支比率が78.8、県下でトップクラスい

っているわけです。だから私は、スリム化、スリム化といっても何をスリム化するかと。私やっぱ

りこれからの今出雲崎町の現状においては、そして皆さんもご承知でしょう。ハード的な面は道路

の改良率、舗装率、あるいは下水の処理施設人口関係、新潟県ではトップですよね。要するに、ハ

ード的な面はほとんど事業としては終わっているのです。私たちは、これから高齢化を迎える中に

おける出雲崎町の基本的な政策を進めるということにおいては、これ今国、大きな問題になってお

ります社会保障と税の一体改革というものがございます。私は、やっぱりそういう面も出雲崎町も

当然そういうものにも切り込んでいかなければならない。しかし、私はやっぱりこの高齢化におけ

る社会保障関係においては、できるだけ町民各位に迷惑かけないような形の中でハード的な面にお

いては、今申し上げるようにもう相当の事業進んでいるのです。だから私は、今出雲崎町が置かれ

ている状況の中に何を緊急的に優先しなければならないのか、何をカットしなければならないのか、

単純にいかに何をスリム化するということを私は申し上げない。出雲崎町の現状の中において、弾

力的に対応しながら、より適切な町民の皆さんにご理解いただけるような財政運営をしてまいりま

す。

〇議長（宮下孝幸） ８番、田中議員。

〇８番（田中 元） 財政運営については、もう超ベテランでございますので、私がとやかく言うこ

とではないと思いますが、今ご答弁の中でスリム化については状況判断によっておやりになるとい
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うご答弁いただきました。それで財政展望の中では、さらなるというふうな、あえて一言を入れて

書面に残っておりますので、今の町長のご答弁ですと、当面の間は今の状態で進めていくというふ

うに解釈させていただきましたが、それでよろしゅうございますか。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） 先ほど申し上げました、具体的に数字申し上げますと、道路改良率81.4％、こ

れは県下で５位ですよね。また、舗装におきましても88.1％で県下の５位です。これが５位。舗装

率は３位です。だから私は、今例えば出雲崎町もハード的な面で町道関係の第２次改築に入ってい

ます。私は、やっぱりその財政運用の中に、今の１次改良においてはもうほとんど改良終わってい

るわけですので、２次改築についてはその財政の例えば地方交付税がどう変化してくるのか、ある

いは申し上げているように、来年度において市町村に一括交付金5,000億円が来る。果たしてこれ

もどうなるのか、そういう不安定材料たくさんございます。そういうものは、私は先ほど申し上げ

た、入るを計って出ずるを制する中におけるハード的な面の事業を若干縮小しながら、財政状況が

好転するのを待ちながら、改めてまた取り組むというような弾力的な対応、これ一つスリム化しま

す、これはまたやりますと、そういうことは今ちょっと私のほうでは具体的な事例を挙げられない

のです。あくまでもご理解いただきたいのは、今の出雲崎町の現状の中において、何を緊急的に優

先をさせなければならないか、何を若干待つべきかということを弾力的に状況判断をしながら進め

ていくということを申し上げているので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長（宮下孝幸） ８番、田中議員。

〇８番（田中 元） 今の町長の話の中でわかりましたので、これはこれで終わりにしたいと思いま

す。

次に、税増収のことについて若干といいますか、質問させていただきますが、第５次出雲崎町総

合計画で町長が答申をされたものに対して、ここに平成23年度から平成27年度までの前期の、これ

５年になるのでしょうか、基本構想は32年までの10年間、前期の基本計画が５年間でございますが、

その中で行財政の合理化という中でこういうふうに述べられております。「増税意識の高揚と受益

者負担の適正化、補助金の見直しなどを不断に行いながら、自主的で弾力的な財政運営を推進した

い」というふうに書いてありますが、受益負担の適正化ということに税意識の高揚、それになりま

すと、補助金の見直しも考えられる。ということは、財政が圧迫することが考えるられるが、緩や

かな増税を考えているふうに解釈してよろしいのでしょうか。特に今あります特別会計の中の保険

関係では、予算が相当窮屈になりつつある現状だと思います。その点については、どうお考えなの

かお聞かせいただきます。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） 失礼しました。お答えをしたいと思います。

税収増についてのご質問でありますが、当然やっぱり納税意識の高揚と、また受益者負担の適正
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化、補助金の見直しということを第５次総合計画で初めてではなく、第４次以前の計画の中にも当

然盛り込まれておるわけでございます。ここにまた町民として、やっぱりこれは納税、社会生活の

中での一人一人の義務でありまして、それによって社会が成り立っておりまして、当然引き続いて

納税者としてのやっぱり義務というものも何としてもご理解いただくというようなことで努力して

まいらなければならぬと思っております。

また、受益者負担のあり方につきましては、水道、下水道等の企業会計、これは独立採算、当然

収入によって本来賄わなければならないわけでありますが、簡易水道におきましては使用料で現在

会計収入、収支がとれておりますが、下水道事業につきましては今後とも厳しい状況にありますの

で、まずは加入率を最高値まで上げること、そして次の段階で使用料を検討していくということに

なるかと思うわけでございます。国保会計につきましても、介護保険会計におきましていずれも給

付費の伸びは顕著なことになっておりますので、それぞれの運営基金が先は見えてきておるという

状態であります。当然この給付費の伸びに対しましても、国、県、町の負担割合があり、また当然

被保険者の保険料の負担があるものというふうに考えておりますが、給付費が伸びれば当然全体的

な負担が増えるということは、自然なことだと思っております。特に国保会計におきましては、会

計を支えておりますところの被保険者の所得層が実際低所得層が多いという本町の特性もありまし

て、今でも給付費の財源確保に大きく影響していることはご承知のとおりであります。また、介護

会計におきましても、現在24年度からの３カ年の第５次介護保険事業計画の策定をしておりますが、

当然４次計画に比べまして給付費が大きく伸びることが明らかになるために、65歳以上の１号被保

険者の負担も給付費にスライドして保険料に影響することは間違いない状況であります。したがい

まして、基本的な会計の利用者負担、被保険者保険料は歳出の給付に連動し、影響が出るというこ

とになるわけでございますので、それに見合う負担もお願いしなければならない、なければ会計が

成り立たないという現状もあるので、またよろしくお願いしたいと思っております。

また、補助金の見直しにつきましてでありますが、これにつきましては前回のように一律削減と

いうようなことは、現時点では全く考えておらないわけでございます。やはり組織団体の運営経費

的なものは、一定の補助期間を最初に約束してもらい、また会計の剰余金繰越しなど状況を参考に

させてもらい、今後ケースごとに判断をさせていただきたいというふうに思っておるわけでござい

ます。先ほども申し上げましたが、年度途中の追加補正というものは、今後大変厳しくなるであろ

うということも、また議会の皆さんからも若干またご理解をいただきたいなというふうに思ってい

るわけでございます。

〇議長（宮下孝幸） 田中議員、質問の内容をもう少し簡明にまとめていただきたいと思います。

〇８番（田中 元） はい、わかりました。

今説明聞いて大体わかりました。でも最後のほうで、保険料の関係で毎年微増しているのですよ

ね。これ確かに、町長がおっしゃるとおり、払わなければならぬのが余計になると負担が余計にな
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る、これは当然そういう発想になるわけですけれども、特に保険関係について基金が完全に底をつ

きそうな状況にあるという中で、大変な状況だと思うのです。それにしても出雲崎は、まだよその

町村に比べて保険料が安いという話も聞いておりますので、その辺については結構なのですが、や

はり今の支出の面からいきまして、特にこの前にも質問しました３大疾病の関係の出費が相当大き

いわけですが、今後その辺にも力を入れて、やはり保険料会計を考えていくというようなお考えな

のでございましょうか。

〇議長（宮下孝幸） 町長。

〇町長（小林則幸） ご質問の国保関係につきましては、かつては基金を１億9,000万円程度持ちな

がら、そして非常に今国保の厚生関係においては先ほど申したとおり厳しいわけでございますので、

それによるバランスを考えたときには、相当国保料を上げなければならぬという現実がございまし

たが、これにつきましては基金会計から繰入れながら軽減負担を図ってまいったわけでございます

が、現在は約5,350万円程度でしたかね。非常に基金が……

〔「9,000万ぐらいです。来年の年度末」の声あり〕

〇町長（小林則幸） 失礼しました。それでも9,000万円、私5,300万円だと思ったら9,000万円ある

そうでございますので、まだちょっと余裕があるかなと思っていますが、いずれにいたしましても

他町とは違ってうちは基金を持っている関係で今そうなっているのですが、今後ちょっと私も申し

上げておりますように、残念ながら先ほど財政の問題で新潟県のトップクラスだと言ったのですが、

今度は疾病関係でいいますと、心疾病あるいは脳疾患関係、悪質腫瘍関係のその疾病によって亡く

なる方は新潟県のトップクラスいっているのです。ということは、それだけに医療費も非常にかか

っている。あるいはＣＫＤ対策を今やっているのですが、慢性じん臓病で人工透析をされている方

も出雲崎は多いということの中で、それらを少なくするということで最大の今努力をしながら、国

保料をいかに下げるかということに努力しております。

そんなことで、この国保会計につきましては、これはただ出雲崎だけではなくて、国も大きな問

題で高齢者医療制度改革委員会をつくって今やっているのです。だから2018年には広域連合、単な

る町村ではなくて県単位でやろうということで今厚労省やっているのですが、これも温度差ありま

して果たしてどうなるのか、全く予断を許さない。そして後期高齢者医療制度も改革をされて、非

常に保険料も高くなってくる。いろんな面で今改革については、先行き予断を許さない、国保の改

革も2013年を目途にやっているのです。しかし、果たしてそうなるのか。全体の広域連合、2018年

にこれが本当になるのかどうか、この辺が大きな問題ですよね。だからこれからできるだけ町民の

皆さんから病気にかからないように、安心して長く余生をいただくような形をまず対応しながら、

医療費を下げていくということも大事ではないかなと思っています。

〇議長（宮下孝幸） ８番、田中議員。

〇８番（田中 元） 今ご答弁いただきまして、よくわかりました。やはり今最後に出てきた疾病問
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題が前の私のほうで一般質問もしましたけれども、これがやっぱり今出雲崎の一番ネックになって

いるのではないかと思います。３大疾病、申しわけないけれども、全部県下１位なのです、悪いほ

うから。これは、ある資料で出てきた数字なのですが、やはりそういうことを考えて、今保健福祉

課を中心に行政一生懸命になっておられますが、そういうところの経費をやはり節減するのもひと

つの方法だと思いますので、そういう面で努力していただきたいと思います。

終わります。

〇議長（宮下孝幸） これで一般質問を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（宮下孝幸） 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

（午前１１時０５分）



第 ３ 号

（ ９ 月 ２２ 日 ）
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◎開議の宣告

〇議長（宮下孝幸） これから本日の会議を開きます。

（午前 ９時３０分）

◎議事日程の報告

〇議長（宮下孝幸） 本日の議事日程はお手元に配付したとおりです。よろしくご協力を願います。

◎議案第５０号 出雲崎町暴力団排除条例制定について

議案第５１号 出雲崎町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例制定について

議案第５２号 出雲崎町消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例制

定について

議案第５３号 出雲崎町税条例等の一部を改正する条例制定について

議案第５４号 出雲崎町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例制定に

ついて

議案第５５号 出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例制定について

請願第 １号 郵政改革法案の速やかな成立を求める請願書について

陳情第 ４号 「私立高校生が学費を心配せず学べるように、学費軽減助成と

経常費助成の増額・拡充を求める意見書」の採択に関する陳情

について

〇議長（宮下孝幸） 日程第１、議案第50号 出雲崎町暴力団排除条例制定について、日程第２、議

案第51号 出雲崎町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、日程第

３、議案第52号 出雲崎町消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について、日程

第４、議案第53号 出雲崎町税条例等の一部を改正する条例制定について、日程第５、議案第54号

出雲崎町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例制定について、日程第６、議案第55号 出

雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて、日程第７、請願第１号 郵政改革法案の速やかな成立を求める請願書について、日程第８、

陳情第４号 「私立高校生が学費を心配せず学べるように、学費軽減助成と経常費助成の増額・拡

充を求める意見書」の採択に関する陳情について、以上議案６件、請願１件、陳情１件を一括議題

とします。

ただいま議題としました議案６件、請願１件、陳情１件は、総務文教常任委員会に付託してあり
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ますので、その審査経過並びに結果について総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長、諸橋和史議員。

〇総務文教常任委員長（諸橋和史） 総務文教常任委員長報告。

去る９月13日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました議案６件、請願１件、陳

情１件について審査を終了しましたので、その経過と結果を報告します。審査は、９月15日午後１

時30分より役場議員控室において委員全員出席し、説明員として副町長、教育長、会計管理者、総

務課長、町民課長、教育課長、それに加えて郵政改革法案の説明に紹介議員の中野議員の出席を得

て委員会を開会しました。

その結果について、お手元に配付しました報告のとおりですが、その審査結果について報告いた

します。

最初に、議案第50号 出雲崎町暴力団排除条例制定については、全員慎重審査の結果、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。

議案第51号 出雲崎町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、全

員慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

議案第52号 出雲崎町消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について、全員慎

重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。

議案第53号 出雲崎町税条例等の一部を改正する条例制定について、全員慎重審査の結果、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。

議案第54号 出雲崎町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例制定について、また議案第

55号 出雲崎町特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例制定について、以上議案２件につきまして慎重審査の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。

次に、請願第１号 郵政改革法案の速やかな成立を求める請願書については、紹介議員、中野勝

正氏の説明を求め、過疎地域については三事業に分社化され、１人の配達員に頼んでも会社が違う

などの意見で、以前のようにできない等の意見がありました。慎重審査の結果、採択すべきものと

決しました。

次に、陳情第４号 「私立高校生が学費を心配せず学べるように、学費軽減助成と経常費助成の

増額・拡充を求める意見書」の採択に関する陳情については、毎回採択済みでもあり等の意見があ

り、慎重審査の結果、採択すべきものと決しました。

以上、総務文教常任委員長報告とします。

〇議長（宮下孝幸） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
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これから一括して討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから採決します。

最初に、議案第50号を採決します。

議案第50号に対する委員長の報告は可決であります。

お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第50号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第51号を採決します。

議案第51号に対する委員長の報告は可決であります。

お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第51号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第52号を採決します。

議案第52号に対する委員長の報告は可決であります。

お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第52号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第53号を採決します。

議案第53号に対する委員長の報告は可決であります。

お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第53号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第54号を採決します。

議案第54号に対する委員長の報告は可決であります。

お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。
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したがって、議案第54号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第55号を採決します。

議案第55号に対する委員長の報告は可決であります。

お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第55号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、請願第１号を採決します。

請願第１号に対する委員長の報告は採択であります。

お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、請願第１号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。

次に、陳情第４号を採決します。

陳情第４号に対する委員長の報告は採択であります。

お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、陳情第４号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。

◎議案第５６号 出雲崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条

例制定について

議案第５７号 出雲崎町営住宅条例の一部を改正する条例制定について

議案第５８号 出雲崎町新生活支援金支給に関する条例の一部を改正する条例

制定について

議案第５９号 町道の路線認定、変更及び廃止について

〇議長（宮下孝幸） 日程第９、議案第56号 出雲崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例制定について、日程第10、議案第57号 出雲崎町営住宅条例の一部を改正する条例制定

について、日程第11、議案第58号 出雲崎町新生活支援金支給に関する条例の一部を改正する条例

制定について、日程第12、議案第59号 町道の路線認定、変更及び廃止について、以上議案４件を

一括議題とします。

ただいま議題としました議案４件は、社会産業常任委員会に付託してありますので、その審査経

過並びに結果について社会産業常任委員長の報告を求めます。
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社会産業常任委員長、田中元議員。

〇社会産業常任委員長（田中 元） それでは、社会産業常任委員会の委員長報告を申し上げます。

去る９月13日の本会議において、本委員会に付託されました議案４件について、その審査が終了

いたしましたので、その経過と結果について報告いたします。審査は、９月15日午前９時30分から

役場議員控室において、説明員に副町長、町民課長、保健福祉課長、産業観光課長、建設課長の出

席を得て、委員全員が出席し、委員会を開きました。その審査結果につきましては、お手元に配付

いたしました報告書のとおりですが、その審査経過について報告いたします。

議案第56号 出雲崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定については、

災害弔慰金を支給する遺族を追加するもので、第４条の第３号に新しく死亡者と同居し、生計をと

もにしている兄弟、姉妹にも災害弔慰金を支給するものです。慎重審査の結果、全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決定しました。

議案第57号 出雲崎町営住宅条例の一部を改正する条例制定については、入居者の資格について、

各項において細分化をしたものです。第44条の２の第２号に同居もしくは同居しようとする親族が

暴力団員でないことを加えたものです。暴力団員の確認についての質疑があり、慎重審査の結果、

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

議案第58号 出雲崎町新生活支援金支給に関する条例の一部を改正する条例制定については、附

則条項の第４項、支援金返還について、町長の裁量について質疑がありましたが、全員異議なく原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

議案第59号 町道の路線認定、変更及び廃止については、起点、終点についての確認をし、全員

異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上、社会産業常任委員会委員長報告とします。

〇議長（宮下孝幸） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから一括して討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから採決します。

最初に、議案第56号を採決します。

議案第56号に対する委員長の報告は可決であります。

お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。
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したがって、議案第56号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第57号を採決します。

議案第57号に対する委員長の報告は可決であります。

お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第57号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第58号を採決します。

議案第58号に対する委員長の報告は可決であります。

お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第58号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第59号を採決します。

議案第59号に対する委員長の報告は可決であります。

お諮りします。委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第59号は委員長報告のとおり可決されました。

◎議案第６０号 平成２２年度出雲崎町一般会計歳入歳出決算認定について

議案第６１号 平成２２年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議案第６２号 平成２２年度出雲崎町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

議案第６３号 平成２２年度出雲崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について

議案第６４号 平成２２年度出雲崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について

議案第６５号 平成２２年度出雲崎町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について

議案第６６号 平成２２年度出雲崎町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入

歳出決算認定について
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議案第６７号 平成２２年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議案第６８号 平成２２年度出雲崎町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

議案第６９号 平成２２年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計歳入歳出決算

認定について

〇議長（宮下孝幸） 日程第13、議案第60号 平成22年度出雲崎町一般会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第14、議案第61号 平成22年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、日程第15、議案第62号 平成22年度出雲崎町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について、

日程第16、議案第63号 平成22年度出雲崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第17、議案第64号 平成22年度出雲崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第18、議案第65号 平成22年度出雲崎町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程

第19、議案第66号 平成22年度出雲崎町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、日程第20、議案第67号 平成22年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、日程第21、議案第68号 平成22年度出雲崎町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第22、議案第69号 平成22年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、以上議案10件を一括議題とします。

ただいま議題としました10件は、決算審査特別委員会に付託してありますので、その審査経過並

びに結果について決算審査特別委員長の報告を求めます。

決算審査特別委員長、諸橋和史議員。

〇決算審査特別委員長（諸橋和史） 決算審査特別委員長報告。

去る９月13日の本会議において、本委員会に付託されました議案第60号から議案第69号まで議案

10件について審査を終了しましたので、その経過と結果について報告します。審査は、９月14日午

前９時30分から小林町長以下説明員の出席を求めて開催しました。

まず、本委員会に総務文教分科会と社会産業分科会の２つの分科会を設置し、それぞれの分科会

に主査を置き、歳入歳出決算を一体として審査いたしました。審査に当たりましては、決算書など

に基づき説明員から説明を受けるとともに、監査委員の意見書を参考に、予算が関係法令に沿って

適正かつ効率的に執行されたかどうか、施策や事業が目的どおりに実施され、どの程度町民サービ

スや福祉の向上が図られたか、などの視点から、各般にわたり慎重に行いました。以下、審査過程

で述べられた主な意見について、報告いたします。

越後出雲崎天領の里時代館・石油記念館の利用者が年々減少しているので、指定管理者より利用

者が増加するよう経営努力をお願いしたい。未利用町有地について、監査委員から４年続けて売却

等早期処分の指摘があるが、今後どのように考えるか。早期に対処するよう求める。また、船橋地
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内の埋立地の有効利用の促進を図ること。国民健康保険税の徴収率を更に高め、負担の公平化を図

る。環境対策上からも下水道の接続率の更なるアップを求めること。

以上のような意見経過を踏まえ、採決した結果、議案第60号から議案第69号まで議案10件につい

て、これを認定すべきものと決しました。

以上、決算審査特別委員長報告とします。

〇議長（宮下孝幸） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから一括して討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第60号から議案第69号まで、決算審査特別委員長報告10件を採決します。

最初に、議案第60号を採決します。

この採決は起立によって行います。

議案第60号に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇議長（宮下孝幸） 起立全員です。

したがって、議案第60号は委員長報告のとおり認定することに決定しました。

次に、議案第61号から議案第69号まで議案９件を一括して採決します。

この採決は起立によって行います。

議案第61号から議案第69号まで議案９件に対する委員長の報告はいずれも認定とするものです。

委員長報告のとおり認定とすることに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇議長（宮下孝幸） 起立全員です。

したがって、議案第61号から議案第69号まで議案９件は委員長報告のとおり認定することに決定

しました。

◎議案第７０号 平成２３年度出雲崎町一般会計補正予算（第５号）について

議案第７１号 平成２３年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

２号）について

議案第７２号 平成２３年度出雲崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について
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議案第７３号 平成２３年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）について

議案第７４号 平成２３年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計補正予算（第

２号）について

〇議長（宮下孝幸） 日程第23、議案第70号 平成23年度出雲崎町一般会計補正予算（第５号）につ

いて、日程第24、議案第71号 平成23年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について、日程第25、議案第72号 平成23年度出雲崎町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

について、日程第26、議案第73号 平成23年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）について、日程第27、議案第74号 平成23年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計補正予算（第

２号）について、以上議案５件を一括議題とします。

ただいま議題としました議案５件は、予算審査特別委員会に付託してありますので、その審査経

過並びに結果について予算審査特別委員長の報告を求めます。

予算審査特別委員長、諸橋和史議員。

〇予算審査特別委員長（諸橋和史） 予算審査特別委員長報告。

去る９月13日の本会議において、予算審査特別委員会に付託されました議案５件を審査するため

に、９月13日本会議終了後、午前11時20分より本会議場において委員全員出席のもと、説明員とし

て町長以下執行部全員の出席を得て委員会を開催しました。

その審査結果につきましては、別紙報告のとおりですが、その審査の経過について報告いたしま

す。

議案第70号 平成23年度出雲崎町一般会計補正予算（第５号）について、３款１項５目13節要援

護者マップ整備事業委託料について、個人保護法にとらわれ過ぎると救済できないのではないか、

また災害時に老人、障害者を救うには地元の協力が必要ではないか。次に、９款１項４目13節津波

避難路整備調査業務委託料では、津波の避難路の整備、安全な道路標識、避難場所の設定、地元の

協力、マップの作成等どのくらいの期間でできるかの意見がございました。８款５項４目13節石井

町住宅宣伝広告等業務委託料は、日報、折り込み、内覧会、町内外の多くの人に知ってもらったほ

うがよいという意見がございました。２款１項１目12節の広告料追加は何か、東京出雲崎会の70周

年記念のものかの意見がございました。６款１項５目19節町単藤巻地区農業用さく井設備事業補助

金は、補助率がどう考えるのかがございました。８款５項２目28節街なみ環境開発基金繰出金追加

はどう活用されるのか。10款３項１目15節教室棟屋上給水管漏水等改修工事については、学校の水

道水に異物が見られた等の意見がありました。慎重審査の結果、全員異議なく、原案のとおり可決

すべきものと決定しました。

議案第71号 平成23年度出雲崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、慎重

審査の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定しました。
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議案第72号 平成23年度出雲崎町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、慎重審査の結

果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。

議案第73号 平成23年度出雲崎町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について、慎重

審査の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。

議案第74号 平成23年度出雲崎町住宅用地造成事業特別会計補正予算（第２号）について、慎重

審査の結果、全員異議なく可決すべきものと決定しました。

以上、予算審査特別委員長報告といたします。

〇議長（宮下孝幸） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから一括して討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第70号から議案第74号まで、予算審査特別委員長報告５件を採決します。

最初に、議案第70号を採決します。

この採決は起立によって行います。

議案第70号に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇議長（宮下孝幸） 起立全員です。

したがって、議案第70号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第71号から議案第74号まで議案４件を一括して採決します。

この採決は起立によって行います。

議案第71号から議案第74号まで議案４件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇議長（宮下孝幸） 起立全員です。

したがって、議案第71号から議案第74号まで議案４件は委員長報告のとおり可決されました。

◎議案第７７号 出雲崎町街なみ環境開発基金条例の一部を改正する条例制定に

ついて

〇議長（宮下孝幸） 日程第28、議案第77号 出雲崎町街なみ環境開発基金条例の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。
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提出者の説明を求めます。

町長。

〇町長（小林則幸） ただいま上程されました議案第77号につきましてご説明を申し上げます。

議案第70号の一般会計補正予算におきましてご説明いたしました出雲崎町街なみ環境開発基金の

繰出金の追加補正によりまして、本基金条例第２条の基金の額を1,000万円から1,500万円に改正す

るものであります。

よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（宮下孝幸） 補足説明がありましたら、これを許します。

総務課長。

〇総務課長（山田正志） ただいまの町長の説明のとおりでございます。議案第70号の一般会計補正

予算でご説明いたしましたが、この基金につきましては条例において基金の額定めておりますので、

このたびの補正予算により基金への繰出金の追加とあわせて基金の額、変更をお願いするものであ

ります。

よろしくお願いいたします。

〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。質疑ありませんか。

５番、中川議員。

〇５番（中川正弘） 今回いろいろなところを買い求めるに当たって、基金の額を増勢することは、

一般会計のところでも出ましたので、それにどうのこうの反対するつもりはございませんけれども、

ただただ懸念するのは、例えば今回ひばりパチンコ屋さんのところを買い求めて、今壊しておりま

すけれども、壊したお金と求めたところが幾ら無料であってもプラスマイナスどれぐらいのものに

なるのかということです。壊し賃を当然また町が持つのでしょうから、無料でいただいたところで、

価値のないところはぜひということ、無理しないでほしいということでございますので、ぜひその

辺精査して、どこでもかんでもただ寄附採納があるからいただくのではなくて、利用価値があると

ころ、あるいは先物買いしたほうがいいところというところを必ずそういう裏づけのあるところに

していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（宮下孝幸） 答弁よろしいでしょうか。

〔「結構です」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） ほかに質疑ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

お諮りします。ただいま議題となっております議案第77号は、会議規則第39条第３項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。ご異議ありませんか。
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〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、議案第77号は委員会付託を省略することに決定しました。

これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから議案第77号を採決します。

この採決は起立によって行います。

議案第77号は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇議長（宮下孝幸） 起立全員です。

したがって、議案第77号は原案のとおり可決されました。

◎発議第１号 郵政改革法案の速やかな成立を求める意見書について

〇議長（宮下孝幸） 日程第29、発議第１号 郵政改革法案の速やかな成立を求める意見書について

を議題とします。

提出者の説明を求めます。

総務文教常任委員長、諸橋和史議員。

〇総務文教常任委員長（諸橋和史） ただいま議題となりました発議第１号について提案理由を説明

いたします。平成19年10月、郵政民営化法に基づき、郵便・郵便貯金・簡易保険のいわゆる郵政三

事業は、日本郵政株式会社からそれぞれの事業を継承した３つの株式会社、三事業会社から窓口業

務を受託する郵便局株式会社の形で民営化・分社化されました。

当時、政府は郵政民営化について、良質で多様なサービスを安い料金で提供可能になり、国民の

利便性を最大限に向上させるとし、国民もそれを期待し、民営化を支持しましたが、現状において、

郵便局会社と郵便事業会社が別組織になったことにより、サービスの低下が指摘されています。特

に公的交通機関の利便性が悪い地方の高齢者にとっては深刻な問題であり、郵政三事業のサービス

一本化など経営形態の見直しが求められています。

郵政改革法案は、民営化で生じた様々な問題を克服し、郵政サービスが郵便局で一体的に提供さ

れるようにするとともに、広く公平に利用できることを確保する法案ですので、速やかな成立を強

く要請するために意見書を提出するものであります。

以上、よろしくご審議の上、賛同くださるようお願いいたします。

〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕
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〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから発議第１号を採決します。

この採決は起立によって行います。

発議第１号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇議長（宮下孝幸） 起立全員です。

したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。

◎発議第２号 私立高校生が学費を心配せず学べるように、学費軽減助成と経常

費助成の増額・拡充を求める意見書について

〇議長（宮下孝幸） 日程第30、発議第２号 私立高校生が学費を心配せず学べるように、学費軽減

助成と経常費助成の増額・拡充を求める意見書についてを議題とします。

提出者の説明を求めます。

総務文教常任委員長、諸橋和史議員。

〇総務文教常任委員長（諸橋和史） ただいま議題となりました発議第２号について提案理由を説明

いたします。

県内の私立高校は１万1,549人で、高校生の約２割を占めており、公立高校とともに県内高校教

育の重要な一翼を担っています。

昨年４月から公立高校で授業料無償となり、私立高校では学費の一部を補う就学支援金が支給さ

れることになりました。この措置により、私立高校の学費負担は昨年度よりは軽減されましたが、

初年度納付金は県内平均で17万円から40万円・全国平均で59万円となっており、また私立高校に対

する公費は公立の約４割にとどまっているなど、公立高校と大きな格差が生じているのが現状であ

ります。

このため、保護者や生徒が私立高校に安心して入学・学び続けることに困難や支障が生ずること

のないよう、学費軽減助成制度の拡充とともに経常経費助成の増額・拡充を求め、意見書を提出す

るものであります。

以上、よろしく審議の上、賛同くださるようお願いいたします。

〇議長（宮下孝幸） これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
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これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

これから発議第２号を採決します。

この採決は起立によって行います。

発議第２号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔起立全員〕

〇議長（宮下孝幸） 起立全員です。

したがって、発議第２号は原案のとおり可決されました。

◎議員派遣の件

〇議長（宮下孝幸） 日程第31、議員派遣の件を議題とします。

お諮りします。会議規則第121条の規定により、お手元に配付しましたとおり議員を派遣するこ

とにしたいと思います。ご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、お手元に配付しましたとおり議員を派遣することに決定しました。

◎委員会の閉会中継続審査の件

〇議長（宮下孝幸） 日程第32、委員会の閉会中継続審査の件を議題とします。

総務文教常任委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり、閉

会中の継続審査の申し出があります。

お諮りします。総務文教常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異

議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、総務文教常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定し

ました。

◎委員会の閉会中継続調査の件

〇議長（宮下孝幸） 日程第33、委員会の閉会中継続調査の件を議題とします。

総務文教常任委員長、社会産業常任委員長並びに議会運営委員長から、会議規則第75条の規定に

より、お手元に配付した申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。
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お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。

〔「異議なし」の声あり〕

〇議長（宮下孝幸） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

◎閉会の宣告

〇議長（宮下孝幸） これで本日の日程は全部終了しました。

会議を閉じます。

平成23年第６回出雲崎町議会定例会を閉会します。

（午前１０時０９分）



- 79 -

上記会議の経過を記載し、その相違ないことを証するため、地方自治法第１２３条第２項の規定

によりここに署名する。

出雲崎町議会議長 宮 下 孝 幸

署名議員 田 中 政 孝

署名議員 諸 橋 和 史


	会議録目次
	会期日程
	第１号表紙
	議事日程第１号
	第２号表紙
	議事日程第２号
	第３号表紙
	議事日程第３号
	署名議員



